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場 所 第３委員会室
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平成21年７月17日（金曜日）

午前10時２分開会

会議に付した案件

○概要説明

商工観光労働部

１．所管する公社等の現状等について

・財団法人宮崎県産業支援財団

・財団法人宮崎県機械技術振興協会

・社団法人宮崎県物産振興センター

・財団法人宮崎県公園協会

警察本部

１．所管する公社等の現状等について

・財団法人宮崎県交通安全協会

・社団法人宮崎県自家用自動車協会

環境森林部

１．所管する公社等の現状等について

・財団法人宮崎県環境科学協会

・社団法人宮崎県林業公社

・社団法人宮崎県緑化推進機構

○協議事項

１．次回委員会について

２．その他

出席委員（12人）

委 員 長 丸 山 裕次郎

副 委 員 長 武 井 俊 輔

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 福 田 作 弥

委 員 十 屋 幸 平

委 員 河 野 安 幸

委 員 山 下 博 三

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 髙 橋 透

委 員 河 野 哲 也

委 員 井 上 紀代子

委 員 徳 重 忠 夫

欠席委員（１人）

委 員 星 原 透

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 吉 瀬 和 明

環境森林部次長
豊 島 美 敏

（ 総 括 ）

環境森林部次長
黒 木 由 典

（ 技 術 担 当 ）

部 参 事 兼
飯 田 博 美

環 境 森 林 課 長

計 画 指 導 監 水 垂 信 一

部 参 事 兼
堤 義 則

環 境 管 理 課 長

自 然 環 境 課 長 河 野 憲 二

森 林 整 備 課 長 徳 永 三 夫

商工観光労働部

商工観光労働部長 渡 邊 亮 一

商工観光労働部次長 持 原 道 雄

観光交流推進局長 江 上 仁 訓

部 参 事 兼
古 賀 孝 士

商 工 政 策 課 長

工 業 支 援 課 長 森 幸 男

商 業 支 援 課 長 吉 田 親 志

経 営 金 融 課 長 安 田 宏 士

観 光 推 進 課 長 後 沢 彰 宏

県土整備部

公園下水道課長 東 康 雄
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警察本部

警 務 部 長 根 本 純 史

交 通 部 長 中 原 雅 男

警務部参事官兼
日 髙 昭 二

会 計 課 長

警務部参事官兼
上久保 岩 男

警 務 課 長

交通部参事官兼
水 元 正 人

交 通 企 画 課 長

交 通 規 制 課 長 桑 畑 孝 德

運 転 免 許 課 長 大 峰 俊 和

参考人として出席した者

財団法人宮崎県環境科学協会

副 理 事 長 山 内 正 輝

社団法人宮崎県緑化推進機構

常 務 理 事 服 部 文 明

社団法人宮崎県林業公社

常 務 理 事 猪 野 在 明

財団法人宮崎県機械技術振興協会

常 務 理 事 柏 田 雅 徳

財団法人宮崎県産業支援財団

常 務 理 事 中 武 賢 藏

社団法人宮崎県物産振興センター

常 務 理 事 野 村 秀 雄

財団法人宮崎県公園協会

理 事 長 金 谷 弘 美

財団法人宮崎県交通安全協会

専 務 理 事 柄 本 憲 生

会 計 課 長 林 勝 重

社団法人宮崎県自家用自動車協会

専 務 理 事 石 村 明 朗

総 務 会 計 課 長 橋 本 憲 二

事務局職員出席者

政策調査課主査 松 下 新 一

政策調査課副主幹 福 島 久 大

○丸山委員長 それでは、ただいまから行財政

改革特別委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程でありますが、お

手元に配付の日程（案）及び２枚目の「説明の

対象とする公社等について」をごらんくださ

い。

本日は、昨日に引き続き、商工観光労働部、

警察本部及び環境森林部から、所管する公社等

の現状等について説明を受ける予定としており

ますが、そのように取り進めてよろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 それでは、そのように決定いた

します。

なお、昨日の委員会で緒嶋委員より資料要求

のありました「全国の公立文化施設の指定管理

者制度の導入状況」については、お手元に配付

のとおりでありますので、御確認をお願いいた

します。

それでは、執行部入室のため暫時休憩いたし

ます。

午前10時３分休憩

午前10時５分再開

○丸山委員長 委員会を再開します。
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商工観光労働部及び所管法人からの参考人に

おいでいただきました。

私は、この特別委員会の委員長を仰せつかっ

ております丸山でございます。どうかよろしく

お願いいたします。

委員の紹介につきましては、時間の制約もあ

りますので、お手元の配席表にかえさせていた

だきます。また、商工観光労働部及び参考人の

皆様の紹介につきましても、資料に出席者名簿

を記載していただいておりますので、省略して

結構でございます。

本日は、商工観光労働部所管の公社等のう

ち、当委員会が選定しました公社等について、

その現状等に関する説明をお願いいたします。

それでは、よろしくお願いいたします。

○渡邊商工観光労働部長 それでは、商工観光

労働部関係についてでございます。

本日は、お配りしております資料、「行財政

改革特別委員会資料」、商工観光労働部関係で

ございますが、その資料の目次のとおり、商工

観光労働部が所管している公社等の現状につき

まして御説明させていただきます。それぞれ担

当課長より簡潔に御説明いたしますので、よろ

しくお願いいたします。

○森工業支援課長 それではまず、産業支援財

団の現状について御説明をいたします。

委員会資料の２ページをお願いいたします。

当財団は、中小企業の創業、経営革新、研究

開発等の事業活動に対する支援及び産学官の共

同研究開発の推進等を行うことにより、中小企

業の振興と本県産業の活性化に寄与することを

目的に、平成12年４月１日に、財団法人宮崎県

産業技術情報センターと財団法人宮崎県中小企

業振興公社を統合し、設立いたした財団でござ

います。

（３）の出資の総額でございますが、中ほど

の表のとおり、基本財産のほか４つの基金への

出資で、計７億9,947万8,000円でございます。

そのうち県の出資額は６億717万3,000円で、出

資割合は75.9％でございます。

なお、下の表には、昨年度拠出いたしました

農商工連携応援ファンド基金を初め、貸付金や

補助金という出資以外の拠出により、当財団に

設置している基金の状況を記載いたしておりま

す。

次に、（４）の出資者一覧でございますが、

出資者は58団体で、内訳は、宮崎県のほかテク

ノポリス圏域の宮崎東諸県１市３町や、民間企

業・団体等となっております。

次に、３ページの（５）の県出資の経緯でご

ざいます。

①の基本財産につきましては、平成12年４月

の統合前の２つの法人、旧宮崎県産業技術情報

センター及び財団法人宮崎県中小企業振興公

社、この２つの法人の基本財産を承継したもの

でございます。

次に、②債務保証基金でございますが、宮崎

テクノポリス圏域の企業が高度な工業技術等の

開発のために行う必要な資金借り入れに対し債

務保証を行うため、県及びテクノポリス圏域の

市町と企業が出資し、昭和59年３月に宮崎県産

業技術振興機構に基金を創設しております。12

年４月の財団の統合に伴いまして、基金を承継

しております。

次に、③研修及び指導基金でございますが、

県内企業等を対象に、高度技術や経営等に関す

る研修支援、指導等を行うため、県及び県内企

業が出資し、昭和63年３月、宮崎県産業技術情

報センターに基金を創設しております。同じ

く12年４月の財団の統合に伴いまして、基金を
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承継しております。

④情報化支援活動基金でございますが、県内

中小企業の情報化支援、啓発普及を図るため、

県が出資し、平成２年３月に宮崎県産業技術情

報センターに基金を創設いたしております。同

じく財団の統合に伴いまして、基金を承継いた

しております。

最後に、⑤戦略的地域科学技術振興基金でご

ざいますが、平成13年より当該基金を運営して

おりましたみやざき21世紀戦略推進財団が、16

年度末をもって解散したことに伴い、17年４月

に産業支援財団へ事業等が移管されておりま

す。その際に、取り崩し型の基金を創設いたし

ております。

次に、４ページの２の組織等についてでござ

います。

（１）の組織体制でございますが、理事長、

副理事長、常務理事のもと、４課１室で業務を

執行しております。理事長は知事で、副理事長

は県職員ＯＢの常勤１名と宮崎大学学長が非常

勤で就任いたしております。常務理事１名は県

派遣職員でございます。その他、理事が16名と

監事２名となっております。

次に、職員につきましては、表に記載してお

りますように、常勤職員は、県派遣職員が13

名、プロパー職員が５名、民間派遣職員が２

名、研究員が６名で、非常勤職員は嘱託職員の

２名ということで、合計28名となっておりま

す。

（２）の常勤役員の年収額についてでござい

ますが、20年度実績で１人当たりの平均は858

万5,000円余でございまして、役員報酬規程は制

定いたしております。

続きまして、５ページの３、事業の概要でご

ざいます。

まず、（１）県からの財政支出の状況につい

てでございますが、補助金など支出科目別に平

成20年度の実績額を記載いたしております。①

の補助金でございますが、食と健康・バイオメ

ディカル産業創造プロジェクト補助金１億4,000

万を初めといたしまして、合計５億9,2 9 7

万6,000円、それから委託料につきましては

計712万円、それから③の短期貸付金、中小企業

等支援ファンド事業貸付金20億円など計21億185

万円、それから④の長期貸付金、農商工連携応

援ファンド事業貸付金20億1,000万円など計26

億5,000万円となっております。その他、負担金

等を含めまして、全体合計で53億8,033万3,000

円となっております。

次に、６ページの（２）平成20年度の事業実

績でございます。当財団の事業名につきまして

は、主として３点でございます。まず１点が

「新事業・新産業の創出」でございますが、産

学官連携による研究開発を推進することによ

り、新たな技術シーズを生み出し、新事業・新

産業の創出を図るものでございます。２点目が

「挑戦する中小企業への支援」でございます

が、県内中小企業の経営革新や製品開発などの

事業活動に対する支援を行うものであります。

３点目が「地域商業・サービス業の活性化」で

ございます。中心市街地における中小商業活性

化等に関する事業を行うことにより、県内中小

商業の活性化を図るものでございます。

次に、主な事業につきまして、下の表により

まして御説明をいたします。なお、表の右側の

ほうに、事業の財源等も記載いたしておりま

す。

それでは初めに、「新事業・新産業の創出」

でございます。

①の地域結集型共同研究事業から次のページ
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の⑤研究開発資源活用型事業、この一連の事業

につきましては、昨年度までブルーベリーの葉

などに含まれます機能性等を研究してまいりま

した地域結集型共同研究事業の関連事業でござ

いまして、これまでの研究基盤を生かし、実用

化研究に取り組む事業のほか、技術移転等の推

進や派生した研究を進める事業でございます。

７ページの⑥研究開発支援事業と⑦戦略的地

域科学技術振興事業、これは県内の有望な産学

官の研究グループに対し研究開発を委託したも

のでございまして、合わせて９件の研究を実施

いたしております。

次に一つ飛びまして、⑨都市エリア産学官連

携促進事業でございます。チョウザメ等の水産

資源に含まれる機能性成分を認知症予防等に活

用するといったような研究を、九州保健福祉大

学などと推進しているところでございます。

⑩の創業・新事業挑戦支援ファンド事業でご

ざいますが、ベンチャーファンドを通じまし

て、県内のベンチャー企業２社に投資を行った

ところでございます。

⑪の地域資源活用型研究開発事業及び⑫の地

域イノベーション創出研究開発事業でございま

すが、九州経済産業局からの委託を受けまし

て、飫肥杉やスイートピーを有効活用した新製

品開発など、あわせて６件の産学官による共同

研究を行ったところでございます。

８ページでございます。「挑戦する中小企業

への支援」についてでございます。

①の総合相談窓口開設事業から③の地域力連

携拠点事業までは、県内中小企業からの相談等

に対応したり、専門家を派遣しての助言指導等

を行う事業でございまして、建設業者の新分野

進出あるいは農商工連携などの相談にも対応し

ているところでございます。

次に、少し飛びまして⑨設備資金貸付及び設

備貸与事業でございますが、中小企業の機械設

備導入を支援するため、資金の貸付や設備の貸

与を行ったところでございます。

続きまして、９ページの⑩取引振興事業でご

ざいますが、県内中小企業の取引拡大を促進す

るため、取引あっせんや商談会の開催、自動車

関連産業への参入支援に取り組んだところでご

ざいます。

次に、⑪の川上・川下ネットワーク構築支援

事業におきましては、自動車関連及び太陽光発

電関連産業への参入促進のため、県内企業を対

象に、講演会や工場見学、展示会参加等に取り

組んだところでございます。

次に、「地域商業・サービス業の活性化」に

ついてでございます。これは、街づくり機関が

行います中心市街地活性化事業に対する助成の

ほか、創業予定者を対象としたセミナーや経営

相談などの事業を行ったところでございます。

続きまして、財務諸表を御説明申し上げま

す。

２ページ飛びまして12ページをお願いいたし

たいと思います。まず初めに、正味財産増減計

算書でございます。

まず、ローマ数字のⅠの一般正味財産増減の

部の経常増減の部についてでございますが、事

業活動等に伴う収益と費用を計上いたしており

ますが、中ほどの２の経常外増減の部のすぐ上

でございますけれども、経常収益から経常費用

を差し引きました当期の経常増減額は、１

億8,126万6,000円余の減でございます。これ

は、創業支援等部門の事業費が増加したことな

どによるものでございます。

２の経常外増減の部でございますが、これは

事業活動等に伴わない収益と費用を計上いたし
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ております。経常外収益から経常外費用を差し

引きました当期経常外増減額、これは経常外費

用計の欄がございますが、そのすぐ下の欄でご

ざいまして、マイナスを表示しております

が、7,412万7,000円余の減でございます。

この結果、一般正味財産増減の部におきまし

ては、そのすぐ下の欄でございますが、当期の

一般正味財産増減額は２億5,539万4,000円余り

減少しております。２つ下の欄でございます

が、これによりまして、当期の期末残高は8,271

万6,000円余の減となっております。

続きまして、ローマ数字のⅡの指定正味財産

増減の部についてでございます。基金造成のた

めの受取補助金などによりまして、当期の指定

正味財産増減額は、２億171万8,000円余の増と

なっております。この結果、下から２段目の期

末残高、10億1,171万9,000円余となっておりま

す。

以上によりまして、一番下の欄でございます

が、平成20年度の正味財産の期末残高は、９

億2,900万3,000円余となっております。

続きまして、貸借対照表でございます。恐れ

入りますが、10ページにお戻りいただきたいと

思います。

資産合計は一番下にございますが、流動資

産、それから固定資産合わせまして、90億6,293

万7,000円余となっております。前年度に比べま

して、17億4,652万8,000円余の増となっており

ます。これは、農商工連携応援ファンド設置に

伴いまして、特定資産が増加したことによるも

のでございます。

11ページをお願いいたします。

表の中ほどにございますが、負債合計、これ

は、流動負債、固定負債合わせまして、81

億3,393万4,000円余となっております。

また、正味財産合計は、下から２段目になり

ますが、先ほど御説明しましたとおり、９

億2,900万円余となっておりまして、これにより

まして、一番下の負債及び正味財産合計は、90

億6,293万7,000円余と、前年度に比べて17

億4,652万8,000円余増加しております。これも

先ほど御説明したとおり、農商工連携応援ファ

ンドの設置に伴いまして、県の借入金等が増加

したことによるものでございます。

財務の状況については以上でございます。

次に、13ページの５、公社等の改革の状況に

ついてでございます。

（１）の公社等改革指針における改革の方向

性についてでございます。中期事業計画の実

施、見直し及び事業内容の見直しにより、効率

的、効果的な事業・組織運営に努めること、そ

れから、現在、宮崎市内に分散している事務所

を、県内中小企業の相談へのワンストップ対応

など、利用者の利便性向上を図るために統合

し、当該統合に伴う組織の見直しを検討するこ

と、これを改革の方向性といたしております。

この方向性に対します取り組み状況、実績で

ございますが、①の中期事業計画の策定につき

ましては、17年３月に策定いたしております。

その後、それを見直しまして、第２期の計画

を20年３月に策定いたしまして、現在これを実

施中でございます。

次に、②の事務所統合、組織の見直しにつき

ましては、19年３月末をもって商業支援センタ

ーを廃止しております。これによりまして、３

事務所を２事務所としております。さらに、こ

としの４月には、宮崎市松橋にございました宮

崎事務所を、工業技術センター内の佐土原事務

所に移転、統合いたしまして、事務所を一本化

したところでございます。また、あわせまし
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て、設備資金課と取引振興課を総合し、「取引

・設備支援課」に改組いたしております。これ

により、５課１室から４課１室になったところ

でございます。

次に、③の県職員の役職員就任・派遣の見直

しでございます。まず、アの役員でございます

が、19年４月に県派遣の常勤役員を１名減ら

し、さらに21年４月に事務所統合により副理事

長、それから常務理事をそれぞれ１名減らして

おります。これによりまして、県派遣役員を２

名減らしておりまして、現在、県派遣の常勤役

員は１名となっております。次に、イの職員に

つきましては、18年度は15名の県職員を派遣し

ておりましたが、商業支援センターの廃止によ

りまして２名減少し、19年度以降は13名となっ

ております。

次に、④の事業の見直し、県の財政的関与の

見直しでございますが、中期事業計画を策定

し、全体的な点検を行ったほか、経済情勢等を

踏まえ、毎年度事業の見直しを行っておりま

す。また、県の財政支出を抑えながら、効率的

・安定的な運営を図るため、国等の競争的資金

の獲得あるいは事業導入に積極的に取り組み、

財政基盤の安定化に努めているところでござい

ます。

次に、（３）の今後の方向性でございます

が、昨年12月に施行しました新公益法人会計制

度に適切に対応するため、当財団のあり方の検

討を含め、移行に向けた準備を着実に進めるこ

ととしております。また、中期事業計画に基づ

きまして、引き続き、効率的・安定的な運営に

努めますとともに、次期中期事業計画の策定に

向けて、運営方針の検討や事業の見直しを行う

ことといたしております。

産業支援財団についての説明は以上でござい

ます。

続きまして、財団法人宮崎県機械技術振興協

会の現状について御説明をいたします。

委員会資料の14ページでございます。

まず、１の設立等でございますが、当協会

は、機械金属工業の技術指導、調査研究等を行

うことにより、本県機械金属工業の振興に寄与

することを目的として、昭和54年２月17日に設

立された法人でございます。出資総額は300万円

で、うち県の出資額は150万円、出資割合は50％

となっております。出資者は４団体であり、宮

崎県のほか延岡市、日向市、門川町が出資いた

しております。出資額、出資割合については、

一覧表のとおりでございます。

（５）の県出資の経緯でございますが、県で

は、機械金属工業が集積する県北地域からの強

い要望等を踏まえまして、昭和54年４月に機械

技術センターを設置することとし、設置に当た

りましては、県及び地元関係者が一体となって

施設の管理運営を行うため、昭和54年２月に県

及び地元自治体の出資により当財団が設立され

たものでございます。

次に、２の組織等でございます。15ページで

ございます。

（１）の組織体制でございますが、理事長は

延岡市長、副理事長は延岡鐵工団地協同組合理

事長が就任しております。常務理事は機械技術

センター所長を兼務するなど、表のような体制

となっております。役員数は計16名でございま

して、常務理事は常勤の県職員ＯＢ、また、監

事のうち１名は県職員ＯＢとなっております。

職員数は常務理事兼務を含め６名でございまし

て、うち県派遣職員は１名となっております。

（２）の常勤役員の年収額でございますが、

ここに記載の金額となっております。
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次に16ページでございます。３の平成20年度

の事業概要でございます。

（１）の県からの財政支出の状況でございま

すが、当協会は指定管理者となっておりまし

て、指定管理料といたしまして、宮崎県機械技

術センターの管理運営委託料5,235万2,000円を

支出しております。

（２）の事業実績でございますが、当協会は

指定管理者として宮崎県機械技術センターの管

理運営を行うことが主な業務でございまして、

県と締結いたしました管理運営に関する基本協

定に基づき、事業を実施いたしております。

①の技術支援につきましては、延べ131名に対

しまして技術指導を実施したほか、基礎技術研

修を27コース、延べ96名の受講、それから技術

講習会を11回開催し、延べ165名の方が受講いた

しております。

②の設備利用につきましては、設備利用件数

は643件でございます。主にワイヤーカットや三

次元測定機等の設備が利用されております。

③の建設業や機械金属工業関係の依頼試験に

つきましては、コンクリートの強度試験や金属

材料強度試験などを実施しております。

また、そのほか、試験研究、技術調査、それ

から企業の巡回訪問を実施するなど、本県機械

金属工業の振興に取り組んだところでございま

す。

続きまして、４の財務の状況でございます

が、２ページ飛びまして18ページをお願いいた

します。

初めに、正味財産増減計算書でございます。

まず、上から３段目の（１）経常収益、これに

つきましては、県からの受託事業収益5,235

万2,000円と地元の企業や団体からの受取寄附

金142万円など、経常収益の計は5,393万円と

なっております。経常費用につきましては、受

託事業費の機械技術センター管理運営受託事業

費5,209万円、表の中ほどの管理費の法人管理

費135万9,000円など、経常費用の計は5,345万円

となっております。その下にございます経常収

益から経常費用を差し引きました当期の経常増

減額は、47万9,000円となっております。この結

果、一番下の正味財産期末残高は、641万9,000

円と前年度に比べ増加いたしております。

恐れ入りますが、ページを戻りまして17ペー

ジをお願いいたします。貸借対照表でございま

す。

Ⅰの資産の部の１の流動資産、これは現金、

普通預金などでございまして、計609万6,000

円、それから２の固定資産は、（１）の基本財

産、（２）の特定資産など、計584万6,000円で

ございます。表の中ほどの資産合計は、1,194

万2,000円となっております。

次に、Ⅱの負債の部でございますが、１の流

動負債は未払金など計400万3,000円、２の固定

負債は退職給与引当金の152万円で、負債合計

は552万3,000円でございます。

Ⅲの正味財産の部につきましては、資産合計

から負債合計を差し引きました正味財産の合

計641万9,000円でございまして、一番下の負債

及び正味財産合計額は、1,194万2,000円となっ

ております。

次に、５の公社等改革の状況についてでござ

います。19ページでございます。

まず、（１）の公社等改革指針における改革

の方向性につきましては、センターの指定管理

者制度導入に伴う効果を検証し、センターの今

後の管理運営方法の検討とその結果に沿った協

会のあり方について検討を進めるという方向性

でございました。
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（２）の取組状況（実績等）についてでござ

いますが、①のセンターの管理運営のあり方に

つきましては、平成18年度から指定管理者制度

を導入し、平成19年度に指定管理者制度に係る

事業検討会議を開催し、指定管理者制度の効果

と今後の運営のあり方に係る検証を行った結

果、一定の効果が見られたことから、指定管理

者制度を継続することとし、第２期として平

成21年度から平成25年度までの５年間、当財団

を指定管理者として指定したところでございま

す。

②の県職員の役職員就任・派遣の見直しにつ

いてでございますが、アの役員につきまして

は、平成17年度に県関係役員数を６名から３名

に削減し、さらに平成19年度には、県関係役員

の就任を廃止してきたところでございます。イ

の職員につきましては、平成17年度に業務実施

体制の見直しにより、県派遣職員を３名から２

名に削減し、さらに平成18年度には、指定管理

者制度導入に伴いまして、県派遣職員２名のう

ち１名を、企業派遣職員への切りかえを行った

ところでございます。

③の事業の見直し及び県の財政負担の見直し

についてでございますが、企業ニーズを踏ま

え、高度熟練技能者による技術の継承と若手技

術者の育成を図るための新たな事業を実施する

など、事業の見直しを図ったほか、ホームペー

ジでの情報提供やセンター管理運営委託料の削

減等に取り組んできたところでございます。

（３）の今後の方向性についてでございます

が、指定管理者制度導入により、センター利用

者のサービスの向上あるいは事業経費の削減等

が実現するなど、一定の効果が出ており、今後

も適切なセンター運営を図るべく、協会運営の

効率化等に努めていくことといたしておりま

す。また、公益法人制度改革に的確に対応する

ため、移行に向けた検討も進めていくこととい

たしております。

工業支援課からは以上でございます。

○吉田商業支援課長 続きまして、20ページを

ごらんいただきたいと思います。

宮崎県物産振興センターの概要について御説

明いたします。

まず、設立の目的でございますが、県産品の

販路拡大及び需要拡大を図ることによりまし

て、地場産業の発展に寄与することを目的とし

ております。設立年月日は平成10年４月１日で

ございます。それから、（３）から（５）まで

については該当はございません。

21ページをお願いします。組織体制でござい

ますが、非常勤の会長、副会長が１名ずつおり

ます。県職員ＯＢの常務理事が常勤として１名

おります。その他に、非常勤の理事が11名、監

事が３名、計役員17名ということになっており

ます。常務理事は、事務局長も兼ねておりまし

て、その表の右のほうが事務局体制になりま

す。

本部、これは宮崎の物産館になりますが、こ

ちらに事務局次長１名、総務企画課に６名、営

業課に19名ということで、営業課長は事務局次

長が兼務しております。総務企画課のほうに３

名の県職員が派遣されております。それから、

東京支部というのは、これは新宿のＫＯＮＮＥ

のことでございますが、ここに契約職員であり

ます支部長が１名、それから副支部長１名、総

務企画課が３名、営業課が33名ということで、

合計37名になっておりますが、この中の副支部

長と総務企画課長は兼務ですけれども、副支部

長ともう１名が県からの派遣ということで、県

派遣職員は５名ということになります。大阪支
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部には嘱託職員１名がおります。職員は全部

で64名で、内訳はそこに書いてあるとおりでご

ざいます。

それから、（２）の常勤役員の年収額は、879

万6,238円の平均ということになっております。

役員報酬規程については制定しております。

次に、22ページの事業の概要ということでご

ざいますが、（１）の県からの財政支出の状況

につきましては、補助金、委託料ということ

で、そこに書いてあります。これは主なもので

ございますが、合計で9,162万2,000円の県から

の財政支出ということになっております。

主な事業の概要について（２）で申し上げた

いと思いますが、まず①につきましては、これ

はセンターの運営経費でございます。この一部

を助成ということで、補助金5,106万1,000円を

補助しております。

それから、②販路拡大支援プロジェクト事業

でございますが、これは商談会とか物産展の開

催、それから新商品の開発の支援等を行いまし

て、種々の事業によりまして販路拡大を展開し

ております。

それから、③の優良県産品推奨制度でござい

ますが、これは20年度からの新規の事業でござ

いまして、品質や市場性、デザインにすぐれた

県産品を推奨する制度でございまして、20年度

につきましては、23品目を選定しているところ

でございます。

それから、④の県産品輸出促進事業でござい

ますが、これは昨年、20年度は台湾と香港の２

都市で物産フェアを開催いたしまして、県産品

のＰＲ・販売を行い、輸出促進を図ったところ

でございます。

それから、⑤の売れるみやざき県産品開発支

援機能強化事業でございますが、これは県産品

を製造・販売する企業さんに対し、流通関係の

バイヤーさんなど、流通に非常に詳しい方にア

ドバイザーになっていただきまして、商品の評

価とかデザインの評価・指導を行っておりま

す。延べ42社に対して指導等を行ったところで

ございます。

次に、23ページのほうに移っていただきたい

と思います。

まず、貸借対照表でございますが、左側の資

産の部でございます。流動資産は４億3,887

万7,167円で、主なものは、普通預金と定期預金

等でございます。それから、固定資産につきま

しては1,554万6,218円で、そのうち特定財産

が1,503万9,835円ですが、これはプロパー職員

の退職給与引当資産となっております。その他

の固定資産につきましては、主に電話加入権で

ございます。

右側の負債の部をお願いします。流動負債は

１億4,482万3,195円でございまして、主に預か

り金や未払いの法人税等になっております。そ

れから、固定負債につきましては、先ほど出て

きました退職給与引当金ということになりま

す。

右下、正味財産の部でございますが、これは

資産の部から負債の部を引いた一般正味財産と

して、２億9,455万9,515円となっております。

次の24ページをごらんいただきたいと思いま

す。平成20年度、１年間の収支計算書でござい

ます。

左側の収入でございますが、主なものを説明

いたしますと、①の会費収入は、会員からの会

費で1,557万5,000円となっております。それか

ら、③販売手数料収入でございますが、これは

県産品の販売に伴う手数料収入でございます。

それから、⑤の委託料収入でございます。これ
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は、先ほど説明いたしました県からの委託事業

の委託料でございまして、4,056万1,000円、そ

れから⑥は補助金収入ということで、5,106

万1,000円となっております。それから、10番目

の他会計からの繰入金収入でございますが、こ

れは右側の支出の③他会計への繰入金支出と同

額になりますけれども、センターの会計を一般

会計と販売事業会計の２つに分けておりまし

て、収益を上げております販売事業会計から一

般会計に繰り出しを行っているものでございま

す。同じように、左側の⑪の他会計からの寄附

金につきましても、右側の支出の④にも書いて

ありますように、販売事業会計から一般会計に

寄附しているものでございます。

右側の下の支出、３の当期収支差額でござい

ますが、7,935万5,453円となっており、前期繰

越収支差額―これは欄外にありますけれども

―に当期の先ほど言いました7,900万余を加え

ました次期繰越収支差額が２億9,405万3,132円

となっております。財務状況については以上で

ございます。

次に、最後、25ページをお願いしたいと思い

ます。

公社等改革の状況でございますが、（１）の

公社等改革指針における改革の方向性について

は該当がございません。これは、宮崎県公社等

改革指針の見直し対象公社に、このセンターは

なっていないということでございます。

（２）の取組状況ですが、これは自主的な形

になりますが、①といたしまして、平成20年４

月から、新宿みやざき館ＫＯＮＮＥに公募で経

営感覚にすぐれた方を登用したいということ

で、民間出身の館長を登用しておりまして、ア

ンテナショップ機能の強化を図っているところ

でございます。館長が民間から来たということ

で、県職員は１名減をさせていただいておりま

す。それから、②の補助金の状況でございます

が、平成18年度１億358万5,000円ありました補

助金は、20年度で先ほど申しました5,100万余に

なりまして、21年度は補助金は出さないという

予定にしております。それから、③ですけれど

も、自主財源の一層の確保を図るということ

で、ことしの５月から、今までは対面販売だけ

だったんですが、オンラインショッピング

（ネット通販）を始めたところでございます。

（３）の今後の方向性につきましては、①で

すけれども、今度の10月１日にセンターと産業

貿易振興協会の合併を行いまして、組織の強化

を図ることにしております。これによりまし

て、国内外への県産品の一層の販路拡大ができ

るものと考えております。それから、②の外販

機能の強化や受発注及び物流の効率化に取り組

むことによりまして、一層の効率的・効果的な

運営をやるということで考えております。それ

から、③でございますが、県の人的・財政的支

援のあり方について見直しをこれから行いたい

と思いますし、新公益法人制度への移行につい

ても検討を行う予定でおります。

商業支援課からは以上でございます。

○後沢観光推進課長 財団法人宮崎県公園協会

について御説明いたします。

お手元の資料、26ページをごらんください。

財団法人宮崎県公園協会は、財団法人えびの

高原国民宿舎協会として昭和37年に設立された

ところでございます。設立当初は、県営国民宿

舎えびの高原荘の運営を図り、県民一般の休養

施設としてその利用を増進し、県民福祉の向上

に寄与するといったことを目的としておりまし

た。その後、昭和40年に、国民宿舎以外のユー

スホステル等の宿泊施設ですとか公園の管理委
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託業務にも対応するために、寄附行為の一部改

正を行いまして、名称も現在の宮崎県公園協会

と改められたところでございます。平成18年に

は、指定管理者制度の導入などを契機といたし

まして、寄附行為の一部を再び改正いたしまし

て、財団の目的も、現行の県立の都市公園その

他の施設等の運営管理へと改められているとこ

ろでございます。設立年月日につきましては、

昭和37年11月17日となっておりまして、出資総

額は500万円、うち県からの出資額は50万円と

なっておりまして、出資割合は10％、残り450万

円は公園協会の出資ということになっておりま

す。

27ページをお開きください。

組織体制についてでございます。理事会は４

名の理事で構成されておりまして、理事長を含

む３名の理事が常勤役員、そのうち２名が県職

員ＯＢとなっております。監事２名は、いずれ

も非常勤役員となっております。職員は23名で

して、そのうち２名が県職員のＯＢでございま

す。常勤役員の年収額は、447万7,000円余と

なっておりまして、役員報酬規程は整備されて

おります。

28ページをごらんください。

次に、県の財政支出の状況についてでござい

ます。まず、①の補助金、これはございませ

ん。②の指定管理料でございますが、運動公園

・青島亜熱帯植物園指定管理料のほか１件で、

計１億3,184万5,000円となっております。委託

料につきましては、沿道修景植物育成苗ほ管理

業務のほか８件となっておりまして、計9,886

万4,000円となっております。工事請負費といた

しまして、国道269号加納工区植栽工事のほか１

件で、計1,761万円となっております。

次に、主な事業の実績についてでございま

す。まず、①の補助事業はございません。次

に、②の県からの指定管理事業でございますけ

れども、アの総合運動公園・青島亜熱帯植物園

事業についてでございますが、指定管理料は１

億654万7,000円を主要財源といたしまして、運

動公園と植物園の運営管理を実施されておりま

す。所管は県土整備部公園下水道課ということ

になっておりますけれども、指定期間である平

成21年３月31日までの３カ年間、エリア内の芝

生、花壇、樹木等を生かした運営管理に加えま

して、バラの挿し木教室ですとかガーデニング

講習といった各種事業、カフェの運営等の自主

企画事業を実施されております。

29ページをお開きください。特別史跡公園西

都原古墳群事業についてでございます。指定管

理料は2,529万8,000円を主要財源といたしまし

て、特別史跡内の運営管理を実施しておりま

す。所管は県土整備部公園下水道課となってお

りますが、指定期間である平成21年３月31日ま

での３カ年間、エリア内の芝生、花壇、樹木な

どを生かした運営管理に加えまして、七草観察

会、たこ揚げ教室といった自主企画事業を実施

しているところでございます。

次に、③の県の委託事業についてでございま

す。アに書いてございます特別公舎花壇植付及

び敷地内外維持管理委託業務のほか、イからケ

まで計９件の委託事業を受注して実施されてい

るところでございます。アに記載している委託

業務につきましては、知事公舎や副知事公舎の

花壇の草花の植えつけ、管理等を実施するもの

でありまして、年間の委託料は261万5,000円、

所管は総務部総務課となっております。以下、

アから次の次のページのケに記載してございま

す事業まで、計９件の委託業務につきまして

は、そのほとんどが施設管理のうち花や緑の維
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持・更新管理に関する業務でございます。事業

の詳細については、説明を省略させていただき

ます。

同じ31ページの④県工事請負費でございま

す。アの国道269号加納工区植栽工事を1,236万

円で、イの県道内海加江田線青島地区植栽工事

を525万円で受注し、工事を行われているところ

でございます。

次に、⑤宮崎市指定管理事業についてでござ

います。宮崎市の萩の台公園について指定管理

料2,680万円で受注いたしまして、指定管理事業

を実施されております。

32ページをごらんください。

⑥のその他の委託事業についてでございま

す。ＪＲＡ日本中央競馬会、宮崎市フェニック

ス動物園管理株式会社のほか、３社からの委託

業務を受注いたしまして、草刈りや植栽、設計

コンサルタント等の事業を実施されておりま

す。

⑦のその他の事業につきましては、アの植物

栽培管理販売事業から、次のページ、33ページ

のオ、地域と連携した協働事業までの各種事業

に取り組まれているところでございます。事業

の概要は以上でございます。

次に、財務状況についてでございます。34ペ

ージをお開きください。

貸借対照表でございますけれども、資産の

部、主なものといたしましては、普通預金

が6,975万8,000円余、未収金が6,515万2,000円

余、建物が1,681万3,000円余となっておりまし

て、資産の合計は１億7,558万円余となっており

ます。未収金は、県などからの委託料や工事請

負費のほとんどが精算払いということになって

おりまして、翌年度の４月以降でないと入金さ

れないために発生しているというものでござい

ます。建物は、宮崎市村角町に設置している事

務所に関するものでございます。

負債の部でございますが、未払金2,6 2 1

万1,000円余と預り金584万円余の２件でござい

まして、負債合計は3,205万2,000円余となって

おります。

正味財産につきましては、基本金500万円、繰

越剰余金１億1,138万6,000円余、当期損益2,714

万1,000円余でございまして、合計といたしまし

て１億4,352万8,000円余となっております。負

債と正味財産の合計額は、資産総額と同額の１

億7,558万円となっております。

35ページをお開きください。収支計算書でご

ざいます。

収入でございますが、主なものとしまして

は、植物売上が660万2,000円余、駐車場収入

が3,086万8,000円余、雑収入が1,305万6,000円

余、受託料が３億1,459万2,000円余となってお

ります。植物売上につきましては、事務所があ

る村角の自社農園において栽培した花卉類を販

売して得た収入でございます。駐車場収入は、

宮崎駅西口の県有地を借用しまして、駐車場の

運営管理を行うことにより得た収入でございま

す。雑収入は、主に自動販売機の販売手数料や

消費税の修正申告の還付金となっております。

受託料は、県や市などからの指定管理料、委託

料、工事請負費でございます。

支出の主なものといたしましては、報酬が895

万5,000円余、給料が1,444万円余、職員手当

が1,350万9,000円余、賃金が１億2,733万7,000

円余、法定福利費が1,854万7,000円余、消耗品

費が2,983万9,000円余、使用料及び賃借料

が3,701万9,000円余、委託料が4,836万3,000円

余でございます。報酬、給料、職員手当、賃

金、法定福利費等につきましては、役職員の人
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件費でございます。消耗品費は、委託事業の実

施に伴う花卉類や肥料などのほか、事業運営に

必要な各種消耗品の購入費用でございます。委

託料は、各種委託事業の実施に伴い、雑役業務

をお願いしているシルバー人材センターへの支

払い費用でございます。当期損益は2,7 1 4

万1,000円余の黒字、支出の合計額は、収入合計

額と同額の３億7,290万1,000円余となっており

ます。

最後に、公社等の改革状況についてでござい

ます。36ページをごらんください。

公社等の改革指針における改革の方向性につ

いてでございますが、新公益法人制度に基づく

新たな形態の組織への移行申請に向けた環境整

備及び県関与の縮減を継続していくこととして

おります。

これまでの取組状況についてでございます

が、平成19年度からは県職員の派遣を廃止する

とともに、運営費補助金も廃止しております。

公園協会におきましては、不採算事業からの撤

退、人事給与制度の見直しなどの合理化など、

組織、財政両面から見直しを実施されていると

ころでございまして、指定管理業務など収益の

確実な事業への積極的な参入などによりまし

て、県の人的支援や財政支援を受けなくても、

引き続き自立発展する組織づくりを進めている

ところでございます。

今後の方向性についてでございますが、平

成25年度を目途に、新公益法人制度に基づく新

たな形態の組織への移行申請に向けた環境整備

を着実に実施するとともに、県関与の縮減の定

着化に努めることとされておりまして、地域協

働などの連携事業につきましても、そのあり方

を含めて、引き続き検討することとされており

ます。

観光推進課所管の公園協会については以上で

ございます。

○丸山委員長 説明が終わりました。質疑等が

ございましたら発言をお願いいたします。な

お、１法人ずつ質疑を進めたいと思いますの

で、よろしくお願いします。

まずは、産業支援財団について質疑をお願い

いたします。

○十屋委員 内容につきましては特別ないんで

すけれども、組織体制の中で、役員22名、職

員28名、役員の数というのが非常に多いような

気もするんですけれども、最初に説明があった

出資者の中で、いろいろ東の１市３町、民間企

業、こういうことの関係で多くなるのか、こ

の22名というのは今後どうなっていくのか。そ

れともう１点は、常勤役員の年収というのは、

常務理事の県派遣職員の年収と理解してよろし

いんですか。

○森工業支援課長 まず、役員22名でございま

すけれども、この財団につきましては、過去い

ろんな財団と統合を繰り返してきております。

その関係もございまして、その辺の役員をずっ

と引き継いできているということがまず一つご

ざいます。それから、この財団の特徴といたし

まして、県の中小企業政策をワンストップで総

合的に実施していくという性格を持っておりま

して、そういうこともございまして、県内の経

済団体とか大学であるとか、そういう中小企業

に関連する方を役員の方に迎えているというこ

ともございまして、今22名ということになって

いるところでございます。この数につきまして

は、また今後、将来の中小企業政策であるとか

財団の運営状況、そういうものを見ながら、必

要に応じて検討してまいりたいなというふうに

思っております。
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それから、常勤役員の年収額、これは１人当

たりという平均でございます。これは４人分で

ございまして、総額で約3,400万ほどになりま

す。これは20年度の実績でございます。本年度

から、副理事長、それから常務理事、縮減をい

たしております。したがいまして、本年度につ

きましては、総額で約2,000万円ほど削減される

という見込みでございます。

○十屋委員 最終的にいろいろ統廃合があっ

て、それとワンストップという利便性のために

役員がたくさんいるということでありますけれ

ども、ある種その意思決定の中で、意見を言っ

ていただかなければいけない部分もあろうかと

思うんですけれども、余りにでか過ぎて機能性

に欠けてくるのかなというところもあるんです

が、そのあたりは今後、新しい公社等の、公益

法人の中で、今先ほど課長言われたように、絞

り込みをされていくというふうに理解してよろ

しいですか。

○森工業支援課長 現在、理事長が知事でござ

います。その下に副理事長ということで、副理

事長につきましては、県のＯＢの方が就任して

おります。さらに、その下に常務理事というこ

とで、こちらのほうは県からの派遣職員でござ

います。実質的な業務につきましては、副理事

長、それから常務理事、こちらのほうで担当し

ております。大きな事項、それから来年度事業

計画であるとか、そういったものにつきまして

は、理事長と相談しながら、あるいはそういう

決定機関でございます理事会、こちらのほうに

諮ってやっていくということでございまして、

基本的には、副理事長のほうで実務的な意思決

定をしながら、弾力的にあるいは迅速に事業を

実施しているところでございます。役員の22名

の構成につきましては、今すぐということでは

ございませんけれども、諸般の状況を見なが

ら、将来的にはいろいろ検討はしてまいりたい

なと思っております。

○十屋委員 反面、職員さんの28という中で、

県の事業との関係が非常に強いわけですよね。

それで、県派遣職員13というところがあるんで

すけれども、そのあたりは最終的な今後の方向

性というところでは、ほかの財団等も含める

と、役職員は減らしていくという方向にあるん

ですが、そのあたりで職員の中でも若干少しず

つ減ってきているんですが、それは大丈夫とい

うふうに理解していいんですか。

○森工業支援課長 この産業支援財団のような

組織につきましては、これは国の中小企業政策

の変更によりまして、各県１つ、そういうふう

な財団、中小企業支援センターと呼んでおりま

すけれども、そういったものをつくりなさいと

いうことになっております。九州にも同じよう

な財団がございまして、県職員の派遣状況を見

ますと、宮崎県の場合、大体平均ぐらいかなと

思っております。福岡県でございますと、２つ

の法人がございますけれども、38名県から派遣

されております。そういうこともございまし

て、今ぐらいが適当かなというふうには思って

いるところでございます。

○鳥飼委員 ２～３点お尋ねをいたします。中

小企業の振興と産業支援といいますか、産業開

発といいますか、そういうことで設立をされた

ということで、非常に宮崎県にとっては重要な

役割といいますか、存在になっていると思って

いるんですね。そこでお尋ねするのは、いろん

な事業がございましたけれども、例えば事業概

要といいますか、予算については、委員会、本

会議で承認をして、ここに流していくわけです

けれども、それがどう具体的に使われているか
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というのは、余り成果として見えてこないとい

うのがあるんですね。ですから、県の事業でも

そうですけれども、例えば事業概要というのを

つくって、それはこういう目的でこういう事業

をして、何名参加があって、どういう製品をつ

くりましたとかいうのがあると思うんですけれ

ども、そこは何かつくっておられますか。

○森工業支援課長 産学官の共同研究であると

か研修であるとか、いろんなことをやっており

ます。財団におかれましては、極力そういった

成果が出た場合は、まずマスコミ等でいろいろ

成果を出してくださいということにしておりま

す。それからあと、成果品といいますか、実績

報告書につきましては、これは、ちょっと済み

ません。

○中武常務理事 実績の報告ということでござ

いますけれども、啓発ということで私ども冊子

とかをつくっておりまして、そういう形で市町

村とか各機関等にお配りしたりしております。

それと、実績の具体的な発表等につきまして

は、今、工業支援課長が申しましたように、な

るべくマスコミ等を活用いたしまして発表させ

ていただくようにいたしております。それから

あと、これは議会に対しましては、毎年の公社

等の報告の中とか、そのあたりで発表させてい

ただいているということでございます。

○鳥飼委員 要望しておきますけれども、そう

いう何か成果品なりをつくられたほうがいいん

じゃないかと思うんですね。私はこの支援財団

というのは、各県競争していると思うんです

ね。本当に重要な役割を果たしていると思いま

すので、そこだけに終わるんじゃなくて、こう

いうことをやっていますよということを、やっ

ぱりもう少しＰＲしたほうがいいと思います。

これは要望にしておきたいと思います。

それで、職員の派遣とかいうのを減少という

ことで出ておるんですけれども、こういういろ

んな新産業を興すなり、中小企業を支援する、

振興を図るということについては、これは人な

んですね。お金ももちろん要りますけれども、

人なんですよね。人がころころかわる、ころこ

ろと言ったら失礼ですけれども、２～３年でか

わるとか、そういうことでは、我々は十分な役

割が果たせないんじゃないかなという気がする

わけです。そのために、一たん身分は、県庁職

員を退職するんですよね、それで行かれるわけ

ですから、非常に動きやすい形になっていろん

なことをやっていただくということですから、

そういうことを今後、試行していくべきではな

いか。確かにプロパーの方が５名とか書いてあ

りますし、民間からも銀行から来たりとか、い

ろいろおられますけれども、そんなふうな感じ

がするんですけれども、そこの考え方について

お尋ねしたいと思います。

○森工業支援課長 ここに、後ろのほうに記載

しております職員28名でございますけれども、

これは常勤の職員ということで記載いたしてお

ります。実際の事業に当たりましては、これ以

外に、例えば企業のＯＢ、中小企業診断士、そ

ういったアドバイザーであるとかコーディネー

ターであるとか、そういった方たちも一緒に

入っていただいております。したがいまして、

民間のそういうふうなノウハウも活用し、ある

いは県の行政施策と連携をとるために、県職員

と連携しながら、県から派遣された職員とやり

ながら連携指導やっていくというふうなことで

対応いたしているところでございます。それ

と、これまでこの財団につきましては、過去

ずっとこのような中小企業振興の事業をやって

きておりまして、財団内にそういった中小企業
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振興を図るためのノウハウが一応蓄積されてお

りますので、そういったことも活用しながら、

県職員、３年でかわるというふうなお話もござ

いましたけれども、そういったノウハウと、そ

れから民間企業の方との連携ということで実施

をしていきたいというふうに考えております。

○渡邊商工観光労働部長 今、鳥飼委員がおっ

しゃいました人事異動の話なんですが、やはり

支援財団、今、現場を非常に回っておりまし

て、そのノウハウ蓄積というのは非常に持って

いるんですね。問題は、財団での異動期間の問

題じゃなくて、私は、財団でいろいろ現場を

知った方が今度は商工観光労働部のほうの本庁

に戻ってくると、そして本庁でまたその現場を

踏まえた企画立案をしていくというような、む

しろ支援財団と、本庁であれば工業支援課とか

いろいろあるわけでございますけれども、そこ

とのつながりといいますか、そういう異動を

やったほうがいいんじゃないかなと、今非常に

問題意識を持っておりまして、せっかく財団に

派遣して３年間現場を知って、これで別なセク

ションに行かれますと、それを生かすことがで

きないということで、私は、そういう支援財団

に派遣された職員がまた今度は本庁のほうに

戻ってきて、そこでちょっと同じ系統のいわゆ

る仕事を今度は本庁という立場で仕事をやって

いくという、そういうつながりといいますか、

そういう形の異動形態というのが非常に好まし

いんじゃないかと、今、問題意識を持っており

ます。これはまた総務部とか人事当局とも議論

をしていきたい、今そういうふうに思っていま

す。

○鳥飼委員 こういういろんな事業をやってお

られる、それを展開していく。また新しい事業

を予算化して、これを展開していく場合に、や

はり人が一番大事なんですね。私、以前に、島

根県だったと思うんですけれども、島根県の同

じような支援財団を見に行ったことがあって、

テレビに出たときにある人が映ったんですけれ

ども、その人がずっとおられるんですね。そう

いう意味では、宮崎の場合も、確かに財団には

優秀な人が行っていると思うんですよ。だか

ら、この人は頑張っているなという人はたくさ

ん行っているんです。それはそれで評価をして

います。それが悪いと言っているわけじゃなく

て、そういう事業展開をする場は、特にこうい

う産業の振興とか中小企業の支援、やっぱり顔

という、「部長、頼むわ」というような関係が

会社の社長さんとかとできていくようなものも

追及していくことが大事だということだけを申

し上げておきたいと思います。ここで人事の論

争をやると、私も１時間ぐらいはやらんと落ち

着かんものですから、やりませんけれども、そ

ういう気持ちを持っているということを申し上

げておきたいと思います。

○福田委員 13ページの組織の見直しの状況な

んですが、この中に宮崎事務所、松橋の中小会

館だと思いますが、あそこから工業技術センタ

ーの佐土原事務所に移転と書いてありますが、

これは数年前、逆のことをやられたような記憶

がするんですが、その辺は私の記憶違いです

か。

○中武常務理事 統合の件でございますけれど

も、この②のほうにございますように、商業支

援センターの廃止はやった経緯がございますけ

れども、松橋のほうに持っていったという経緯

はないというふうに思っているんですけれど

も。

○福田委員 私の記憶違いだったらいいんです

が、この支援財団関係で私は、今、私どもの会
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派の県議をしています中野さんが部長をやめて

行って、その組織が向こうに移ったような感じ

に持っていたものですから、それは私の記憶違

いでよろしいですが。

そこでこの改革の問題でありますが、これは

スーパーの用語でありますが、ワンストップ

ショッピングならぬワンストップ相談ができる

体制と書いてありますが、これは非常に大事な

んですよね。これはどういうところにどういう

ぐあいにされるのか、ちょっと具体的に構想が

あれば話してほしいのですが、ワンストップ対

応という。

○中武常務理事 私どもの組織の中には、コー

ディネーターとかプロジェクトマネジャーとい

う相談に応じる職員を７名ほど置いておりま

す。それからあと、流通アドバイザーとか企業

アドバイザーとかございまして、そういう方に

対しまして、この箇所で一回ですべてができる

ということをワンストップということで考えて

おるところでございます。

○福田委員 そうじゃないんですよ。私が言っ

ておるのは、市内に分散している事務所をワン

ストップ相談ができるように統廃合と書いてあ

りますから、どういう構想ですかということを

お聞きしたんですよ。

○森工業支援課長 宮崎事務所では、主に下請

取引、それから設備貸与関係をやっておりまし

た。それから、佐土原の事務所のほうで、新規

創業であるとか新分野とか、そういうふうなこ

とで、ちょっと分かれておりました。今回一緒

になることによって、資金面の相談、そういっ

たものも佐土原の事務所で全部できるというこ

とでございます。それから、財団の役割といた

しまして、当初の新規の企業であるとか新分野

進出、途中の共同研究の支援、それから出口の

ほうの販路の支援、こういったところまで一貫

してできる体制を整えているということでござ

います。それから、宮崎の事務所だけでなく

て、各地域にも出かけていきまして、相談にも

応じているという状況でございます。

○福田委員 それで、完全に一つの場所でワン

ストップ対応されるという意味じゃないんです

ね。従前として、事務所は２カ所ぐらい相談窓

口ができるんですね。１カ所になるんですか。

○森工業支援課長 ４月から１カ所でやってお

ります。

○福田委員 佐土原１カ所ですか。

○森工業支援課長 佐土原１カ所でございま

す。

○福田委員 全体がね。

それからもう１つ、10ページ、先ほど十屋委

員のほうから常勤役員等の問題がございました

が、これは県のＯＢだけじゃなくて、民間から

の招聘もなされているということでございまし

た。そこでちょっと感じたんですが、ほかのい

ろんな財団等におきましては、県の職員ＯＢが

役員に就任されておりますから、役員が交代に

なるときの退任慰労金、退職金等については心

配ないというきのうの説明でございました。こ

こについても同じように解釈してよろしいんで

すか。

○森工業支援課長 支給をしないということで

やっております。

○緒嶋委員 県からの補助金というのが５

億9,000万ぐらいあると。問題は、やっぱり産業

活動が盛んになるためには、資金需要が活発に

ならないと地域の活性化にならんわけですね。

そういう意味では、短期貸付、長期貸付の農商

工ファンドとか20億とかあるわけですが、これ

は有効に資金需要という面では、宮崎県の産業
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が今不況でありますので、なかなか資金需要も

少ないわけですが、この動きというのはどうい

うふうになっておるんですか。

○中武常務理事 私どもの事務所におきまして

は、融資関係は取り扱っていないということで

ございまして、支援ファンド等は、いわゆる再

生企業等に対する出資ですか、これをやったと

いう形でございます。

○安田経営金融課長 委員お尋ねのいわゆる中

小企業の資金需要につきましては、県の中小企

業金融制度ということで、昨年来で言います

と、例えばセーフティネット等の融資につきま

しては、各金融機関と私ども県が連携いたしま

して、必要な資金需要に対応しているところで

ございます。

○緒嶋委員 その資金需要の動きはどうかとい

うわけですよ。

○安田経営金融課長 特に昨年来の厳しい経済

状況が続きましたので、特に昨年12月以降、先

ほど言いました国の緊急保証に対応した資金需

要が大幅にふえてきております。特に昨年12月

から、この緊急保証にかかわる融資が毎月60億

から70億ぐらい、特に年度末の３月につきまし

ては、97億ほどの緊急保証を行ったところであ

ります。その後、年度が明けましても、大体40

億程度の緊急保証が続いておりまして、引き続

き中小企業・零細企業の資金需要は根強いとい

うことで、しっかりとした対応をしていきたい

というふうに考えております。

○髙橋委員 常勤役員の年収の関係でちょっと

いま一度確認したいんですけれども、先ほど21

年度から2,000万ぐらい削減されたということで

話がありましたが、きのうも説明があった中で

ちょっと確認しなかったんですけれども、いわ

ゆる基準ですよね、給与の基準は県庁職員の給

与表に照らしている、その分が21年度から変

わったんだよというようなことをおっしゃって

いましたが、なぜ、その根拠を教えていただき

たいということがまず１点あります。

○持原商工観光労働部次長 基本的な部分とい

たしましては、現役職員につきましては、60歳

までは県庁におる給与を保証するというのが基

本的な考え方、そしてＯＢ職員につきまして

は、県のほうで基準をつくっておりまして、例

えば部長級であれば540万程度、これは年収ベー

スでございますけれども、次長級でありますれ

ば430万程度、課長級でありますれば400万程

度、これをおおむねの基準といたしまして、関

係団体等の財政状況等も勘案しながら、それぞ

れ決められておられるということでございま

す。

○髙橋委員 これは公社によって人の配置とい

うのは違うわけだから、いわゆるＯＢだったり

現役だったりすることによって違ってきますわ

ね。だから、一概に削減という分は見れないと

思います。21年度から、例えばこの支援財団の

場合には2,000万が削減になるわけでしょう。す

ると人がかわるということで理解していいんで

すか。

○森工業支援課長 産業支援財団で申します

と、まずこれまでは例えば副理事長が２名、そ

れから常務理事が２名という、４名の常勤の役

員がいたわけですけれども、これを今回の公社

等改革の中で副理事長職を１名に減らす、それ

から常務理事を１名に減らすということで、全

体の人件費、常勤役員の人件費の削減に取り組

んでおります。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 なければ次に、機械技術振興協
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会についての質疑をお願いいたします。

○河野哲也委員 執行部は公社等経営評価シー

トというのは持っておるんですか。ちょっと基

本的なことを確認したいんですけど、活動指

標、それから財務指標というのが評価シートの

中に位置づけられていますが、その目標値とい

うのは、例えば19年度、結果が出たときに、20

年度、21年度の見直しというのは、その19年度

の時点でされるのか、そのまま３年間その目標

値は設定しているのか、それのちょっと確認

を。

○森工業支援課長 目標値につきましては、毎

年度設定をいたしております。

○河野哲也委員 ということであると、先ほど

鳥飼委員が具体的な事業の結果とかそういうこ

とがわかるようにというのがあったんですけれ

ども、これについては、20年度の結果が先ほど

載っていたんですが、例えば活動指標を見てみ

ますと、指導実施件数ということで、技術指導

の年間実施件数、20年度の目標値は240に対して

結果120という、これはそれでよろしいんでしょ

うか。16ページに事業実績というので、そうい

う見方でよろしいんでしょうか。同じく活動指

標の③番の試料数は目標値130なんですけれど

も、実際は283という成果が上がっているとい

う、これは数値はそれでよろしいんでしょう

か。

○森工業支援課長 ここの16ページに記載して

ありますこの数字が実績値として経営評価シー

トのほうに上がるということでございます。

○河野哲也委員 ということは、やっぱり評価

シートであるので、指標になるものですから、

この目標値の設定が、今回だけかもしれないん

ですけど、指定管理者に移行されて、きっと目

標値の見方というのがそれぞれあったかもしれ

ないですけど、ちょっとかけ離れた部分がある

ということで、指標の目標値の設定の仕方とい

うのをもうちょっとしっかりとやっていかない

と、評価シートにならないというか、それを

ちょっと感じたので、意見です。

○十屋委員 以前も調査させていただいたとき

に、先ほどの評価シートにも関係するんです

が、今後の組織のあり方として、ここの自己評

価の中にもありますけれども、県北地域のシス

テム設計とか、そこあたりをきちんとこれから

技術を身につけて生かしていくことが、県北な

り県全体の工業界の発展につながるんではない

かと、この課題がなかなか解決できないという

ことであるんですが、そういう面において、改

革工程、活動内容、財務内容、組織運営、先ほ

ど目標値のいろんなすばらしい技術の伝承とか

やられていることは十分評価していますが、課

題解決に向けて、組織体制とか改革の中で、こ

のセンターが今後取り組んでいく大きな目標で

もあると思うんですね、これが。そのあたり

は、どういうふうに今この組織改革の中で出さ

れていこうとするのか。新たな人的なものを配

置するのか、外部から民間の力をかりて、そう

いうシステムとか設計の勉強を、セミナーでも

何でもいいんですけれども、やっていこうとさ

れるのか、そのあたりの考え方をちょっと聞か

せていただけますか。

○森工業支援課長 県北の機械金属工業界の発

展、これは県の中小企業政策、我々としても非

常に重要なテーマだと思っておりますし、です

から、この協会だけでやるという問題ではなく

て、県の行政の中でどういうふうにやっていっ

たらいいのかというふうなことをまず考えるべ

きだというふうに考えております。そういった

ことで、センターにつきましては公の施設とい



- 21 -

うことでございますので、まずここのセンター

の設備機能を充実させる必要があるだろうとい

うことで、ことしの６月補正の中で、まず機器

を整備しようということで、約7,000万ほどです

か、新しく機械を入れるということにいたして

おります。その際につきましては、やはりこう

いうもののシステム設計、これが課題でござい

ますので、そういうふうなものが活用できるよ

うな機器をまず入れたいというのが一つござい

ます。それから、この問題につきましては、県

北の工業界ともいろいろ話をしております。し

たがいまして、ことしの21年４月からの指定管

理者の導入に当たりましては、そういった視点

も入れて審査をしたところでございまして、協

会のほうで、そういうシステム研究の、機械設

計の研究会を立ち上げるというふうな提案もご

ざいましたので、そういう方向でやっていこう

というふうに考えているところでございます。

○徳重委員 県北の皆さん方で、県と県北の延

岡、日向、門川で出資されていることですか

ら、申し上げにくいんですけれども、こういう

新しい技術、機械等を入れて試験研究するとい

うことになりますと、非常に県内の関心もそれ

ぞれ、中小企業、零細企業で一生懸命やってい

らっしゃる人、何とかこの試験を自分たちも

やっているけれども、地元ではどうにもならな

い、県央、県南、その地域の皆さん方から依頼

をされたときに、試験依頼等があったときに、

受け入れはできるものでしょうか。

○森工業支援課長 県全体につきましては、県

の工業技術センター、こちらのほうでほとんど

のものが対応できるようになっております。一

部、県北の機械金属工業の実態に応じてセンタ

ーを整備しておりまして、ですから、センター

の利用者につきましては、県北の方が８割から

９割という状況でございます。県南・県西地区

の方につきましては、県の工業技術センターの

ほうで対応していくということで今やっており

ます。

○武井副委員長 お伺いします。以前にも一回

ちょっと類似のことは委員会で伺ったことがあ

るんですが、この財団の指定管理についてお伺

いをいたしたいと思うんです。指定管理者に

なっているということで、この機械技術センタ

ーの指定管理になっているわけなんですが、実

際にこのセンターが延岡市の鐵工団地に所在す

るんですが、この財団は、理事長が延岡市長

で、副理事長が鐵工団地の理事長ということ

で、県の職員の方なんかがいらっしゃるわけで

す。すなわち、実質的には指定管理ということ

で公募をするという形でやっているんですが、

実質的にはここしかほぼとれないといいます

か、実質的に指定管理として公平・公正な競争

というのが、見る限り非常に無理があるなとい

うことも感じるんですが、そもそもこういった

ものが指定管理になじむのかということも含め

て、指定管理の状況がどういうふうな形で選ば

れたのかということについてお聞かせいただき

たいと思います。

○森工業支援課長 指定管理者になじむ団体で

あるかどうか、これにつきましては、県民政策

部のほうでそういう基準をつくりまして、その

基準にのっとって協会が選ばれたということで

ございます。ただ、今回の指定管理者の導入に

よりまして、もともとがこれはセンターを運営

するという目的でつくられた協会ではございま

すけれども、指定管理者を導入することにより

まして、サービスの向上が図られたとか、ある

いは経費の削減が行われたと、そういう一定の

効果はあったというふうに思っておりますの



- 22 -

で、一概に指定管理者でなくてもということで

はなくて、指定管理者を導入することによっ

て、それなりの効果はあったなというふうに

思っております。ただ、特殊な管理でございま

すので、そういった意味では、なかなか協会以

外に手を挙げるところがない、そういうふうな

現状にはあると思います。それから、先ほど県

民政策部と申しましたが、総務部でございま

す。失礼いたしました。

○武井副委員長 おっしゃることはよくわかる

んですが、では実質的に21年の指定管理のとき

というのは、どういった、つまり、そもそも公

募ですが、一応オフィシャルには公募するわけ

ですが、実質的にはここしかエントリーがな

かったということでよろしいんですか。

○森工業支援課長 １者でございます。

○武井副委員長 すなわち、実質的には、この

組織とかを見る限りにおいても、多分ここしか

応募のしようがないような感じではないかとい

うふうに感じるんですが、例えばここが今後

も、指定管理ですからいずれ期限が来て、また

次の公募なんかもある時期があると思うんです

が、実質的にほかのところがここをとり得る可

能性というのはあるのか。ないのであれば、オ

フィシャルに公募するといっても、ほとんど意

味を実質なさないのではないかと考えるんです

が、いかがでしょうか。

○森工業支援課長 まず、第１回目の応募のと

きに、ある民間企業が少し動いたという状況が

ございます。それから、２回目のときも、企業

がほかの延岡の鐵工団地あたりと組んでやれな

いかというふうな動きがあったということはお

聞きしておりますけれども、応募にまでは至っ

ていないということでございますので、全くほ

かに今後応募がないということにはならないの

かなとは思っております。

○武井副委員長 わかりました。答弁は結構で

すが、指定管理ということで公に公募する以上

は、そういった意味で、ほかのところもより入

りやすい環境というのは、配慮のほうをお願い

したいと思います。以上です。

○丸山委員長 この協会ができたのが約30年前

になっておりまして、その当時は恐らく分権型

社会ではなかったものですから、今は地方分権

ということで、かなり延岡市等も地方分権でや

られているというふうに感じているものですか

ら、このままずっと県のほうでやっていくの

か。特に理事長も延岡市長がやられているとな

ると、かなり一本立ちしてもいい時代に少しず

つ移行していかないといけないのではないかと

いうふうに思っているんですが、その辺の考え

方をちょっとお伺いしたいと思っております。

○森工業支援課長 まず、公の施設であります

機械技術センター、これの運営ということでご

ざいますので、機械技術センターを今後どうし

ていくのかというのがまず一つあると思いま

す。これにつきましては、私どもといたしまし

ては、今、県北の地域経済を図る上において

は、非常に重要な施設であるというふうな観点

でございますので、今回も機械設備も導入する

というようなことでございますので、引き続き

適正に運営して、県北経済の活性化に寄与して

いきたいというふうに考えております。それか

ら、このセンターを運営する協会でございま

す。これにつきましては、設立当初の経緯がご

ざいます。県、それから地元が一体となって、

あるいは地元の企業も含めて運営をしていくと

いう経緯もございますので、私どもといたしま

しては、それを尊重しながら、適切な運営で

やっていきたいというふうに考えているところ
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でございます。

○丸山委員長 要望になりますけれども、やは

り設立年度もかなり古くなってきておりますの

で、いずれちゃんと地元の市町と協議をしてい

ただいて、今後のあり方については、もう

ちょっと突っ込んだ議論をしていただいて、や

はり工業振興というのは重要なことであります

ので、地元のニーズに合ったような形でどんど

ん今進んでいると思っていますし、市町村分権

ということもありますので、そういった視点も

今後は考えていただければありがたいかなとい

うふうに思います。

ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 なければ次に、宮崎県物産振興

センターについて質疑をお願いいたします。

○福田委員 超優良の社団法人ですから、特別

に意見というのはないんですが、教えていただ

きたい。これはまず、かつて県産品販売株式会

社というのがありましたよね、清算しましたけ

ど、これとの関係は全然なかったんですか。

○野村常務理事 この物産振興センターが平

成10年４月１日にできておりますが、それは従

前、社団法人宮崎県物産振興協会というのと宮

崎県産品販売株式会社というのがありまして、

それが統合しております。その宮崎県産品販売

株式会社というのは、どちらかというと新商品

開発をしたり研究機関的なものを担っておりま

した。それから宮崎県物産振興協会は、いわゆ

るアンテナショップというところを担っておっ

て、それぞれ似たところがあったものですか

ら、もう一緒にしたほうがいいんじゃないかと

いうことで統合した経緯があります。

○福田委員 統合されて成功されたいい事例だ

と考えておりますが、そこで、24ページの収支

計算書を見ますと、財団、社団等において、資

料の中で法人税、住民税という項目を見るのは

珍しいんですが、やっぱりかなり好調なことで

あるし、収益事業ですから、課税があるのかな

と考えておるのでございますが、これは先ほど

の説明の中で、販売会計と一般会計がございま

したが、その辺から区分がなされているんです

か、非収益事業と収益事業ということで。

○野村常務理事 一般会計のほうは、管理部門

というふうに考えております。いわゆる商品の

開発指導をしたりとか、あるいは物産展を開催

したりとか、そういう販路開拓部分というのを

主に担っております。それから、販売のほう

は、アンテナショップを運営しているというこ

とで、いわゆる現場の販売部分というふうに理

解しております。

○福田委員 私の質問の内容が、聞き方が悪

かったんでしょうが、この社団においても、現

時点で課税部門と非課税部門との区分けがなさ

れておりますかということを聞いたんです。好

調な組織ですから。

○野村常務理事 課税部分と非課税というの

は、いわゆる収益が上がれば当然課税されるわ

けでございまして、一般会計のほうでも、法人

税、住民税等は発生しております。それから、

販売事業のほうでは、販売収入から、いわゆる

預かって委託を受けて販売しているわけで、そ

の中の物産振興センターの取り分というのは、

一般的には25％手数料をいただいているわけで

すが、その手数料から、全体的な販売事業の経

費、いわゆる売店による人件費、それから消耗

品等も含めて、それぞれそれを差し引いて残っ

たのが収益になるわけですが、それについては

当然事業会計ということで、法人税の対象に

なってきます。
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○福田委員 ありがとうございました。それか

ら、非常に好調な組織でありますから、興味を

持っているんですが、新宿のＫＯＮＮＥ、それ

から県の物産館、あれはもちろん家賃がかかる

んですが、これはどの項目で出てくるんです

か。例えば新宿のＫＯＮＮＥの年間のいわゆる

借地料、建物は県有地かもしれませんが、それ

をちょっと知りたいんです。

○吉田商業支援課長 新宿ＫＯＮＮＥにつきま

しては、家賃ということで払っておりますが、

これは県のほうで負担をしております。ですか

ら、この物産振興センターの収支計算書には上

がってこないという形になります。

○福田委員 そうしますと、県のほうで幾らお

支払いになっているんですか。ＫＯＮＮＥの借

地料等の支払いは。

○吉田商業支援課長 県からＫＯＮＮＥの使用

料として5,568万1,000円を支払っております。

小田急というところがそのビルを持っているん

ですけれども、そちらに支払いをしておりま

す。

○福田委員 県が小田急から5,000数百万円でお

借りになっていると。それに対する、物産振興

センターはどれくらいの御負担をなさっている

んですか。

○吉田商業支援課長 ＫＯＮＮＥからは、倉庫

借り上げ料と事務費ということで、倉庫借り上

げ料で126万円、それから事務費としまして、光

熱費等もありますので、この辺を合わせまして

……。

○野村常務理事 ＫＯＮＮＥの賃借料について

も、年間375万7,000円を20年度は負担しており

まして、これはその中に事務部門が入るもので

すから、販売と事務部門の占める比率を案分で

出しまして、全体のＫＯＮＮＥ館の借り上げ料

の中の、いわゆる東京支部という一般管理部門

が占めているところの割合が375万7,000円とい

うことで費用負担をしておりまして、そして倉

庫を持っておりますので、倉庫についても62

万4,000円ということで出しております。そうい

うことで、本体は県のほうが負担しますが、物

産振興センターの東京支部の事務方が入るスペ

ースについては、センターで負担をしておりま

す。

○福田委員 非常に細かいことになります

が、2,000数百万円、これは法人税、住民税合わ

せてですから、法人税相当分が幾らか私もわか

りませんが、そうなりますと、やっぱり課税で

すから、ある程度、実態に近い収益が出ていま

すから、実態に近い家賃を県にお支払いになっ

たほうが節税になるんじゃないかということ

を、私の考えからちょっと感じました。この収

支計算書からですね。これが１点。

それからもう１つ、これも非常に大事なこと

に取り組まれて感心しているんですが、産業貿

易振興協会、かつて私は本会議で、名前は非常

に立派でいいがと、しかし、仕事の実態がない

ということをお尋ねしたときに、時の商工観光

労働部長は余り乗り気じゃなかったんですが、

今回合併をされまして、いよいよ県産品の国内

外への販売に取り組まれると。非常に私はこれ

はいいと思いますが、ちょっと九州島内からし

ますと、２番手、３番手になってきましたか

ら、相当力を入れて早くかからないと、この本

体がいいうちに、私は福岡あたりに先行されて

いると思っているんですよ。実は私は、もう宮

崎がやらなければ福岡のほうに、九州の道州制

をにらんで参加したほうがいいのかなというこ

とで、経済団体の皆さんとも話しておったんで

すが、今回本腰を入れて取り組んでいただくこ
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とになれば、私はこれは非常に望ましいことだ

なと考えますが、その辺はどうですか。早期に

やられるんですか。

○吉田商業支援課長 おっしゃるとおり、輸出

に力を入れるということは非常に重要なことで

ございまして、私どもとしては、昨年度、東ア

ジア販路拡大戦略というものを立ち上げまし

て、東アジアへの県産品の一層の販路拡大を図

るということで考えておりまして、この両団体

が合併したことによりまして、もっと大きな展

開ができるんではないかというふうに考えてお

るところでございます。

○福田委員 期待をしております。10月１日は

合併の期日ですから、内容の充実をすぐにやっ

てください。以上です。

○鳥飼委員 何点か。２月にＫＯＮＮＥに行っ

てきまして、館長さんとかいろいろお話をして

きたら、非常にキャリアを感じました。高島屋

で責任者をしておられたということのようであ

りますが、それで、先ほど財団のときに申し上

げた意味は、ああいう方がやはり欲しいなとい

うことなんですね。そこで、今、知事の営業部

長的な役割が、一生懸命やっていただいたおか

げで、かなり収入が上がっているということ

で、これはこれで望ましいことなんですが、県

の補助をカットするということでございますけ

れども、24ページの収入、支出を見てみます

と、人件費が２億1,400万ということなんです

が、県からの出向の方もかなり多いわけで、県

の保障をしていけば、それなりの支出も当然要

るだろうと思うんですけれども、今まで考えて

みれば、その分を県が補助金として出していた

のかなというふうに見えないわけでもないわけ

で、私どもがＫＯＮＮＥ、振興センターの中身

まで口を突っ込むのはどうかと思うんですけれ

ども、職員の状況欄では、例えばプロパーの方

が３人とかおられるわけですが、中の方の待

遇、非常に経営状況がよくなったと、待遇改善

もされたのかなというような感じもしたんです

が、その辺はいかがでございますか。

○野村常務理事 職員の待遇改善についてのこ

とだと思うんですが、東京については、特に館

長とも協議しながら、やはり現在の職員の確保

については非常に難しいところがありまして、

この東京の34名というのも、パートタイムとい

うのが主体でありまして、例えば２時間だけ働

くとか３時間だけとか４時間とかいうのがおり

まして、フルタイムというのは、これで10人も

いないような状況でございまして、ほとんど

ショートタイムといいますか、そういうこと

で、案外一定していないというか、すぐやめる

ということで、その確保については、やはり他

の賃金との差というのが大きいのかなというの

もあるというような話を聞いておるものですか

ら、その辺については、東京の状況を十分配慮

しながら、決めさせてもらっているところでご

ざいます。

○鳥飼委員 東京の話はどうでもいいんですと

言ったら語弊がありますけれども、確かにそう

いうことを言っておられました。短時間の、特

に夜間のパートさんを見つけるのに苦労してい

ますと言っておられましたので、そこはそこで

必要な手当てをしっかりやっていただきたい。

それから、本題でありますここのところを、特

に要りませんけど、しっかり考えてあげてくだ

さい。せっかく今、こういうふうにして収入も

非常に上がっておるわけですから、そこはよろ

しくお願いしたいと思います。

もう１点だけ、24ページ、収支計算書で会費

収入というのがございます。この振興センター
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自体は、いわゆる県がどうこうということでは

ないんじゃないかなと思っていまして、私も本

会議でＴシャツの件で取り上げましたけれど

も、何でそんなことまで県が口を出すんだとい

うふうに思ったものですから、それは厳しく申

し上げました。それはそうなんですけれども、

会費の収入、実質的には山形屋の社長さんが会

長をしておられるとかいうふうに聞いておった

んですけれども、この会費の収入の内訳、会員

がどの程度でどういう人たちが会員になってお

られるのか。それから、販売手数料というのが

上がっておりますけれども、これの事業種別、

簡単で結構です。時間がありませんので、これ

をちょっとお尋ねしたいと思います。

○野村常務理事 会費は、私どものセンター、

会員が１種会員から４種会員ということで分か

れておりまして、食品、酒類、工芸とかいうの

が１種、２種がサービス業、３種が商工会と

か、それから４種が市町村ということですが、

会員はそれぞれ一口２万円ということで、これ

は年額でございまして、会費をいただいておる

ということでございます。その会費の内訳とい

うことで御質問でしたが、１種会員の収入とし

ては約900万、２種会員としては170万ちょっ

と、３種会員で204万、それから４種会員の市町

村が280万ということで、合わせて1,500万

ちょっとということになりますが、そういう年

間規定された２万円ということで出しておるの

がそういうことになります。

販売手数料はいろいろありまして、例えば物

産展に出た場合は15％、それから物産振興セン

ターなり東京のＫＯＮＮＥ館では原則25％とい

うことで、従前は食料品関係が25で工芸が28と

かいうのがありましたけれども、宮崎の物産館

でもそれを統合して25％というような取り扱い

にしております。また、外に出たときの工芸の

取り扱いについては、また別に詳細な手数料を

設けておりまして、それから物産展の小口です

ね、いろいろ出たときに、物産振興センターが

主催しているわけじゃないんですが、口座を一

本にしてくれという他県のデパート等からの要

請がある関係で、物産振興センターの口座に入

る場合には、いわゆる３％手数料をいただいて

いるというようなことでございまして、いろい

ろ細かに細分化されている状況にあります。

○井上委員 非常に物産センターというのは頑

張っておられるとは思うんですが、１点だけ

ちょっと教えていただきたいのは、私としては

物すごく大好きなのが、道の駅の販売所であっ

たりとか、宮崎県内の地域の中にある地場産品

売り場なんですよね。そことの連携というのは

どんなふうにとっておられるのか。販路拡大と

言われるときの商品開発も含めてそうなんです

けれども、そことのネットワークというのはど

んなふうにとられているのか、そこを教えてい

ただきたい。

○野村常務理事 実は私どものセンターは、い

わゆるアンテナショップといいますか、会員が

商品、つくったものを展示販売するということ

がアンテナショップでの一つの役割でございま

して、それともう１つは、物産振興センターで

市町村の特産の掘り起こしとか販路拡大といっ

た面については、県外における物産展もありま

すが、あるいは宮崎物産館の周囲を活用した販

売というものに努めているわけですが、それに

ついても、原則は私ども物産センターの会員で

あることということになっているわけで、そう

いう中で、市町村と絡み合いとしては、市町村

の物産なり観光なんかを一緒にやろうというこ

とで、昨年の夏、例えば40数カ所指定しまし
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て、観光地を回って物産館に、４カ所でした

か、回れば、それで応募資格を得て、宮崎県の

特産品を当てるとか、あるいは物産館に来

て4,000円以上買ったらということで、そういう

市町村と連動するというのを、物産展における

観光展と物産展というのを一体化したり、ある

いは物産館の周りでやったり、東京のＫＯＮＮ

Ｅでは、市町村が東京に出張ってきて農林水産

物をそこで販売するというような取り組みも

行っております。そういった形で、東京のＫＯ

ＮＮＥ、宮崎の物産館を、市町村の特産品の販

路拡大の場に使っていただきたいということ

で、連携しているところでございます。

○丸山委員長 ほかにありませんか。なければ

次に、公園協会のほうに移ります。質疑のある

方はよろしくお願いします。

○鳥飼委員 なければ、ちょっとお尋ねしてみ

たいと思いますが、いろんな事業を今されて、

ホテル事業というか、あれから撤退するような

形になって、かなりいろんな事業で頑張ってお

られるなというふうに思うんですが、それに移

行する段階で、かなり合理化というのがやられ

たということなんですけれども、職員の解雇は

何名程度やられていますか。

○金谷理事長 職員が臨時等も入れて225名おり

ました。正直に申しまして、17年度で一たん全

員やめていただきました。そして、再雇用され

た方は62名、新たに雇った人も２名ほどおりま

すけれども、そういうような状況でございま

す。

○鳥飼委員 再確認しますが、225名で62名と言

われましたか。ちょっと聞こえなかったんです

けれども、済みません。

○金谷理事長 そうでございます。

○鳥飼委員 いろんな非常勤なりそういう方も

含めてだろうというふうに思うんですけれど

も、本部といいますか、ホテル事業におられた

方も、いわゆる常勤として働いておられた方も

いるんですけれども、私も相談を受けて、今で

も職がないというような状況もあるんですよ

ね。だから、これは県の観光推進課のことにな

ると思うんですけれども、後沢さんに言っても

私知りませんわということになるかもしれませ

んけれども、雇用の確保ということでは、ある

程度、後の責任を持ってもらいたいなという思

いがあるんですね。そういう引き継ぎは受けて

ませんね。

○後沢観光推進課長 引き継ぎという形じゃな

いですけれども、当時の状況については私も聞

いているところでございます。当時も225名の方

に一応退職いただいたということですけれど

も、県としても、新たな指定管理者への再雇用

ですとか、関係団体への紹介ですとか、協力の

要請などの再就職に向けた努力をしてきたとい

うふうに聞いております。

○鳥飼委員 余りしていないからまだ苦しんで

いる人がおるわけで、慎重にやってもらいたい

なというのがあるんですが、もう１点だけ、34

ページに貸借対照表がありまして、未払金2,600

万というのが精算払いで翌年というような御説

明があったんですが、これは県費の分なんで

しょうか。そのほかにも指定管理などいろいろ

受けておられるのがあるんですけれども、これ

はどこの部分の未払金……、これは公園協会が

未払いになっているということですか。

○金谷理事長 そうです。未払金は、実は21年

３月分の時間外とか社会保険料の自己負担分等

でございます。

○鳥飼委員 わかりました。失礼しました。

○武井副委員長 １点お伺いします。公園協会
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さん、自主事業、指定管理も県だけではなく

て、宮崎市なんかからもいろいろ受けていらっ

しゃるんですが、こうやって見ますと、組織と

してそういうニーズを減らしたということはあ

るにせよ、十分自走できるような状況にあるの

ではないかと思うんですが、平たく言います

と、県から50万円の出資があるんですが、例え

ばこの県からの出資を県にお返しして株式会社

なりになっても、十分立ち行くんじゃないかと

思うんですが、そういった意味で、県とここま

でいろいろなさっている状況の中で、かかわっ

ている必要性についてはどの辺にあるのかなと

いうのを伺いたいと思います。

○金谷理事長 実は公社等改革で当初は、今の

公益法人の改革とは別に当初あったのは、公益

法人に、50％以上ですが、なるのは、そのまま

公社、公益法人に残りなさい、そうでなかった

ら一般企業に移りなさい、もしくは廃業しなさ

いという３つしかなかったんです。正直申し上

げて、私が17年に来ましたけれども、当初は株

式化というものを考えておりました。それで

ずっと進んでいたんですが、そこでちょっと

ネックになりましたのが、実は仮に株式化をす

るにしても、財団法人から株式には直接変われ

ないんです。だから、事業譲渡等をやって会社

を新たに興して、事業譲渡をやって会社を興

す、そこにすべての財産を移すというつもりで

いたんですが、基本的にそれをやるとしたとき

に、剰余金等がありますが、それはやはり県に

返すのが筋であるということなんですよ。そし

たら、正直申し上げて運転資金が何もないです

ね。それで民営化をやれというのは、これは不

可能なんです。それで、正直言ってだめ、これ

はまだ今度調査しようと思っているんですが、

東京都はそういう剰余金は一たん都に返して、

同額を補助金でやっておるんです。それで運営

をしなさい、そのかわり、あとは皆さんの努力

でやりなさいよ、私はそれだったら納得するん

ですが、それを返して運営しろと言われたら、

とてもじゃないけれども、私、その170名首を

切ったんですよ。正直言って泣くような気持ち

なんですよ。それで、雇用の継続が一番だとい

うことをまずやりました。だから、うちは今、

退職給与引当金は上げておりませんけれども、

中小企業退職金共済制度しか積んでおりませ

ん。これは定年まで勤めたって1,000万超えるよ

うな金額じゃないです。ただ、なぜそれを今ま

でやっていたかというのは、結局安定的に事業

がとれるというものではないんです。うちのも

のは今までは、昔はみんな県から税金でもらっ

ておりましたが、みんな競争入札という形に

なっています。安定的なやつがないのに、そう

いう最初から絵にかいたもちの退職給与という

ものを書いたって意味がないということで、現

在はやっておりません。ただ、これはことしの

話ですけれども、市のほうが３つ指定管理をよ

けいいただきました。これは、萩の台公園等で

そういう実績を積んで、公園協会に任せたら大

丈夫だという私は自負を持っております。県の

ほうも１ついただいております。市のほうの指

定管理期間は大体５年です。県はまだ３年です

けれども、５年という形になっています。とい

うことは、ある程度、将来を見据えた経営がで

きるということで、そういう退職給与規程等も

ある程度復活させて、やはり雇っておられる方

々は、意欲ある、モチベーションが保てるよう

なものに持っていきたいというふうには考えて

おります。ちょっと余談なことを話しましたけ

れども、以上でございます。

○武井副委員長 よくわかりました。ありがと
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うございました。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 なければ、以上で商工観光労働

部の概要説明を終わります。

商工観光労働部の皆さんは退席いただいて結

構でございます。

暫時休憩いたします。

午後０時７分休憩

午後１時１分再開

○丸山委員長 委員会を再開します。

警察本部及び所管法人からの参考人においで

いただいております。

私は、この特別委員会の委員長の丸山です。

どうかよろしくお願いいたします。

委員の紹介につきましては、時間の制約もご

ざいますので、お手元の配席表にかえさせてい

ただきます。

また、警察本部及び参考人の皆様の紹介につ

きましても、資料に出席者名簿を記載していた

だいておりますので、省略して結構でございま

す。

本日は、警察本部所管の公社等のうち、当委

員会が選定しました公社等について、その現状

等に関する説明をお願いします。

それでは、よろしくお願いいたします。

○根本警務部長 今月の３日付で、警察庁警備

局警備課から宮崎県警務部長に着任いたしまし

た根本でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。

委員長を初め各委員の皆様におかれては、日

ごろから警察業務の各般にわたりまして、格別

な御理解と御協力を賜っておりまして、この場

をおかりして厚く御礼を申し上げます。

本日は、当委員会から御指示がありました、

宮崎県公安委員会が所管する交通安全協会、そ

れから自家用自動車協会、それぞれの現状につ

きまして、お手元の資料に基づいて交通部長か

ら御説明をさせていただきます。どうぞよろし

くお願いいたします。

○中原交通部長 それでは、お配りしておりま

す資料に基づきまして、簡単に御説明をいたし

ます。

まず、財団法人宮崎県交通安全協会につきま

して御説明をいたします。

資料の１ページをお開きください。設立等に

ついてであります。

財団法人宮崎県交通安全協会は、そこの

（１）に書いてあります目的をもって、昭和46

年12月６日、財団法人として宮崎県知事の認可

を受け、設立されております。説明の都合上、

以下は、財団法人宮崎県交通安全協会と言うと

ちょっと長いものですから、県安協という呼称

で説明を進めさせていただきます。県安協は、

財団法人全日本交通安全協会や九州交通安全協

会との連携のもと、県内13地区の交通安全協会

のかなめとして、各種交通安全活動を行ってお

ります。

次に、県安協の基本財産でございますけれど

も、資料（３）にございますように、200万でご

ざいます。設立時に県からの財政の支援は受け

ておりません。

平成20年度の収入決算額は７億7,841万9,398

円で、県からの補助金などとしては、補助金１

億5,466万、委託費２億5,851万7,180円、計４

億1,317万7,180円で、県の財政支出割合は53.1

％であります。支出決算額につきましては、お

手元の資料記載のとおりでございます。

県安協の財源は、県の補助金及び委託費と、
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交通安全協会費と不動産賃貸収入等でございま

す。交通安全協会費は、運転免許センターや各

地区協会の窓口におきまして、会員から一

律2,000円を会費としていただいておるところで

ございます。近年の会員減少によりまして、平

成20年度の会費収入額は、平成16年度と比較い

たしますと、ほぼ半減という状況になっており

ます。不動産賃貸収入は、県安協の所有地を民

間自動車学校に賃貸しており、その賃貸料と

伺っております。

次に、２ページをごらんいただきたいと思い

ます。組織についてであります。

組織につきましては、本年７月１日現在、会

長以下役員23名、職員114名の計137名でござい

ます。役員報酬は無報酬でございます。23名の

役員のうち１名、114名の職員のうち37名が県職

員ＯＢとなっておりますが、専務理事は事務局

長を兼務しておりまして、ダブっておりますの

で、県職員ＯＢは、職員114名のうち37名という

のと同数でございます。37名の内訳は、元警察

官32名、元警察事務職員５名で、ＯＢの占める

割合は32.5％であります。

次に、体制でございますが、体制につきまし

ては、３部８課で構成されております。

次に、３ページをごらんいただきたいと思い

ます。業務の概要についてであります。

業務の概要につきましては、平成20年度に県

から補助金として、交通安全指導員１億5,011

万3,000円、交通安全協力隊111万9,000円、高齢

歩行者交通安全教育342万8,000円が支出されて

おり、対前年比マイナス333万1,000円、率にい

たしまして2.1％のマイナスということでござい

ます。交通安全指導員は、昭和42年８月１日に

婦人交通指導員として発足し、主に幼児から高

齢者に至る各階層を対象とした交通安全教室や

交通安全広報啓発活動に取り組んでおります。

また、交通安全協力隊は、昭和45年４月１日に

創立され、交通安全思想の普及活動の一環とし

て、民間協力者の自家用車に拡声器を取りつ

け、その運行時に他の運転者に対して交通安全

を呼びかける活動を行っております。先日の夏

の交通安全県民総ぐるみ運動出発式におきまし

ても、車両隊として参加をしておるところでご

ざいます。高齢歩行者交通安全教育は、パソコ

ンとプロジェクターを活用し、高齢者を対象に

道路横断の危険性について模擬体験をしていた

だくシステムでございます。

平成20年度の委託業務といたしまして、運転

免許証更新時講習業務として１億944万6,000円

など、計２億5,851万6,000円が支出されてお

り、対前年比マイナス213万6,000円、率にいた

しまして0.8％の減少ということになっておりま

す。委託業務のうち番号４の道路使用許可調査

業務以外は一般競争入札へ移行することとな

り、既に番号３の安全運転管理者講習は、本年

度、一般競争入札で民間自動車学校が落札して

おります。

平成20年度の主な事業実績を４ページに記載

しておりますが、当該実績は、設立以来、毎年

ほぼ同様の実績を積み重ねているところであり

ます。県安協は、子供から高齢者の各階層に対

し、交通安全の啓発活動に取り組んでおり、宮

崎県交通安全対策推進本部、または県警察の担

うべき交通安全教育の大半を引き受けていただ

いておると考えております。

次に、４の財務状況についてであります。

財務状況につきましては、別添の収支計算総

括表等をごらんいただきたいと思います。一番

後ろに別添ということでついておると思います

が、ここに記載しておるとおりでございます。
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次に、５の公社等改革の状況についてであり

ます。

まず、公益法人改革に伴う収益業務の見直し

により、宮崎県自動車学校の経営を宮崎梅田学

園株式会社に譲渡しております。これは、民間

企業が行う事業と類似する業務は、法人の業務

になじまないとの指導のもとに譲渡されたもの

であります。

さらに、給与の各規定を改定し、新給料表を

制定し、昇給ペースを下方修正するとともに、

定期昇給も財政状況によっては見送る旨を定め

ております。扶養手当や通勤手当も支給幅や支

給金額を下方修正し、賞与は、業績及び財政状

況次第で支給を検討する旨規定したところによ

り、支給がない場合も想定されております。ま

た、退職金も原則支給しない旨規定されており

ます。

以上、財団法人宮崎県交通安全協会について

の説明を終わらせていただきます。

次に、宮崎県自家用自動車協会につきまして

御説明をいたします。

お手元の資料１ページをお開きいただきたい

と思います。

まず、宮崎県自家用自動車協会の設立につい

てでありますが、昭和30年12月、運輸大臣認可

による社団法人として設立され、その後、平成

３年８月に、九州運輸局長並びに宮崎県知事認

可の共管法人として新たに発足、現在に至って

おります。

組織につきましては、本年７月１日現在、会

長以下役員11名、職員50名の計61名となってお

り、11名の役員のうち常勤１名と非常勤２

名、50名の職員のうち６名が県職員ＯＢとなっ

ており、合わせて９名の県職員ＯＢが勤務して

おります。率にいたしますと14.8％でございま

す。

次に、２ページをお開きください。

宮崎県自家用自動車協会の事業の概要であり

ますが、平成20年度、県からの財政支出とし

て、自動車保管場所現地調査業務委託料7,292

万4,280円を支出しております。これは、自動車

保管場所現地調査１件当たり1,220円の単価契約

で、処理件数５万9,774件の実績に基づき支出さ

れたものであります。自動車保管場所現地調査

業務というのは、「自動車の保管場所の確保等

に関する法律」に基づく自動車の保管場所証明

の現地調査で、自動車の保管場所が実際に車庫

として適切か否かを現地調査し、その結果を所

轄の警察署長へ報告する業務であります。

また、自動車保管場所データ入力等業務委託

料として1,683万9,520円を支出しております。

これは、自動車保管場所データ入力１件当たり

につき205円の単価契約で、入力処理件数８

万2,144件の実績に基づき支出したものでありま

す。自動車保管場所データ入力等業務というの

は、自動車の保管場所証明申請、保管場所届け

出、現地調査結果報告などのデータを保管場所

管理システムに登録し、保管場所標章を作成す

る業務であります。

そのほか協会の事業といたしまして、自動車

共済保険業務、宮崎県収入証紙の売りさばき業

務、自動車税の自主納税推進業務などを行って

おります。さらに、設立の目的であります交通

安全と運輸秩序確保のための活動として、交通

安全運動などの期間中、街頭キャンペーンに積

極的に参加し、交通安全思想の普及高揚に努め

る活動などを行っております。

次に、財務の状況でありますが、別添資料１

の貸借対照表のとおり、資産につきまして

は3,541万5,333円、負債につきましては1,344
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万8,338円となっており、正味財産は2,196

万6,995円となっております。

平成20年度の収支につきましては、別添資料

２の収支計算書のとおり、収入が１億4,525

万 1, 3 9 1円、支出も同じでございます、１

億4,525万1,391円となっており、その内訳につ

きましては、収支計算書に記載のとおりでござ

います。

最後に、公社等改革の状況でありますが、県

の委託業務である自動車保管場所現地調査及び

自動車保管場所データ入力等業務につきまして

は、平成18年度までは随意契約で宮崎県自家用

自動車協会に委託しておりましたが、平成19年

度からは一般競争入札を実施しております。

県の財政支出額（委託料）につきましては、

自動車保管場所証明申請件数等の減少に伴いま

して、３ページの下段のほうにあります県の財

政支出額の推移のとおり、平成18年度以降、年

々減少している状況でございます。

簡単でございますが、以上で説明を終わらせ

ていただきます。

○丸山委員長 説明は終わりました。質疑等が

ございましたら発言をお願いします。なお、１

法人ずつ質疑を進めたいと思っておりますの

で、よろしくお願いします。

まず、交通安全協会について質疑をお願いい

たします。

○髙橋委員 交通安全協会費の会員減少をおっ

しゃっていましたが、平成16年から半減とおっ

しゃっていました。運転免許取得者というの

は、ここ何年か変わっていないと思うので、そ

の差というのはどのくらいあるんですか。運転

免許を取得すれば当然、任意でしょうけれど

も、会員になってほしいわけで、その差という

のを教えていただけませんか。

○柄本専務理事 会費の関係でございますけれ

ども、平成15年が加入率66.8％、これは免許更

新をされた方のうち加入していただいた方が全

体の66.8％、加入率がございました。昨年、平

成20年では40.8％まで落ちております。金額に

いたしますと、約3,000万ほど減収という状況で

ございます。

○髙橋委員 今の説明は、15年に更新した人の

いわゆる会員になったかどうかの数字でしょう

から、私がお尋ねしたやつとはまたちょっと違

うと思うんですよね。実態、いわゆる免許を

持っている方の実数は何人いて、そのうち何人

が会員になっているよということをお尋ねした

んですけれども、データがなければいいです

が、続けますよ。もしわかりましたらまた後ほ

ど教えていただきますが、収支計算書総括表で

いう会費収入1,114万800円、ちょっと見るとこ

ろが間違っていれば教えていただきたい。3,000

万も減収で、ちょっと数字にびっくりしたんで

すよね。今この総括表で見ると、1,114万しか会

費収入はないから、とんでもない数字が反映し

ているなと思いますが、ちょっと教えてくださ

い。

○柄本専務理事 この収支計算書に計上してお

ります約1,100万、これは県協会に入った会費収

入でございます。地区協会でも会費をいただい

ておりますので、私が先ほど申し上げた金額

は、県全体の会費収入の減少を申し上げた額で

ございまして、県協会の約1,100万の会費収入

は、地区協会に会員として2,000円納入していた

だきますけれども、そのうち１人50円県協会の

ほうにいただくとか、あるいは一般のドライバ

ーの方ではなくて、いわゆる特別会員とか賛助

会員の方々からの会費収入、これが県協会に

約1,100万、20年度は収入として上がっておると
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いうことでございます。

○髙橋委員 賛助会員とかもあるのであればま

た、ちょっとそこは置いておいても、安全協会

の会費というのが基本的な収入として大きいと

思うんですよ。いわゆる半減をしているという

ことはちょっと問題だと思うので、何かその対

策というのはとられているのかなと思います

が、お尋ねします。

○柄本専務理事 委員御指摘のとおりでござい

まして、何とか会員加入率を上げなければなら

ないというふうに、協会としても今いろいろ対

策を考えておるところでございますけれども、

今現在、会員になっていただきますと、チャイ

ルドシートの無料貸し出しですとか、運転免許

証のケースを差し上げておるとか、あるいは事

故防止関係のビデオテープの無料貸し出しとか

表彰、それから無料の交通事故相談、こういっ

たことで会員の方々にメリットといいますか、

やっておるんですけれども、今、協賛店制度と

いうのを取り組んでおりまして、会員になって

いただくと、いろんな宿泊施設とか温泉とかガ

ソリンスタンドとかレストラン、そういったも

ろもろのところで、いわゆる割引を受けられる

ということで、今、協賛店の募集をしておると

ころでございます。それで、約250店舗ほど協賛

店が集まりましたので、早ければことしの９月

か９月中旬ぐらいには、この協賛店制度を始め

ていきたいというふうに思っております。それ

からもう１つは、やはり県安協、地区安協も含

めてでございますけれども、安全協会がどうい

う活動をしておるのか、その辺のＰＲといいま

すか広報がこれまでまだ十分でなかったという

ふうに反省をしておりますので、皆さん方から

いただいた会費2,000円がこういうものに使われ

ていますよということをもっと積極的にＰＲし

て、県民の皆さんの御理解をいただきたいとい

うふうに考えております。

○髙橋委員 最後にしたいと思いますが、いろ

いろと努力されているのはよくわかりました。

ただ、このメリットは、なかなか会員とすれば

知れたものなんでしょう。それ以外に2,000円払

うのが理由があるわけで、何かの資料で見たん

ですが、私の地元が悪いみたいですね。赤字

じゃないですかね。どっちかというと、小林の

加入率が高いんですよね。間違っていたらまた

指摘いただきたいんですが。実を言うと、ち

らっとこれは聞いたんですけれども、いわゆる

地元の人が日南で更新すると知っているから、

宮崎に行くんですね。こういう宮崎対策をしっ

かりされるといいかなということを申し上げな

がら、この点については終わりたいと思いま

す。地元だから受けないというのは、知ってい

る人がいるから会費を払わないかん、やっぱり

人間ですからね、そういう気持ちなんだけれど

も、宮崎は知らない人ばかりだから、という話

をちらっと聞きましたので、申し上げておきま

す。

○十屋委員 ３ページの委託業務のところです

が、表にあるように、契約方法は随契がずっと

あって、法的にできない部分以外は10月から一

般競争入札ということに移っていくと思うんで

すが、先ほど３番のところが民間の自動車学校

が落札したと。この現象がほかの業務、６、

７、８、１、２、これにずっと移行してくるん

じゃないかなというふうに思うんです。そのと

きに、協会としての収入源といえば、先ほど

言った会員数をふやすしかないというふうに思

うんですが、これを競争原理の中でやっていっ

たときに、民間と競争して勝てるのかどうかと

いうところが一つはお聞きしたいことと、その
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ときに114名の職員さんとかがいらっしゃって、

そうなってくると、当然いろんな形で人件費が

賄えなくなってくれば、おのずとその整理もし

ていかなきゃいけないということが発生してく

ると思うんですね。そのあたりは、今の世の中

の流れで、民間のほうとの競争というのはどう

しても避けられない。そうしたときに、交通安

全協会として、先ほど髙橋委員が言われたけれ

ども、いろんなことも取り組まれていますが、

我々が一緒に免許更新に行くと、やっぱり払っ

て帰らない方がたくさんいらっしゃるんです

ね、会員にならなくて。以前だと、入るのが義

務みたいにして一時期あったんですが、近ごろ

は私の周りでも、あれは任意だから入らなくて

もいいんだということで言われているわけで

す。今後、安全協会の役割と運営のめどといい

ますか、それはどうされようと考えていらっ

しゃるんですか。差し迫っていますよね、10月

１日というと。

○柄本専務理事 今度10月から一般競争入札に

なってくるわけですけれども、協会といたしま

しては、これまでの給与体系ですとかそういっ

たものを、今までは１者随契で予算をいただい

ておりましたので、これを根本的に見直しまし

て、給与改定、それからいろんな手当、先ほど

交通部長の説明にもございましたけれども、賞

与、退職金、こういったものをすべて見直しい

たしまして、いかに人件費を削るかということ

で、民間が一般競争入札に参入してきた場合

に、何とか勝負ができるようにやっていきたい

というふうに思っております。それから、事業

ありきの職員でございますので、事業がとれな

ければ当然人員も整理しなければなりませんけ

れども、私、専務理事といたしましては、何と

か事業を継続いたしまして、ここに上がってお

る事業は、ちょっと自負させていただければ、

安全協会でなければ、やはり心を打つようない

ろんな講習も警察ＯＢでないとできないという

ふうに自負いたしておりますので、何とかこの

事業は頑張って継続していきたいというふうに

思っております。

○中原交通部長 今の安協の事務局長に補足で

すけれども、業務を委託する側としてどうかと

いう話ですけれども、これはあくまで一般競争

入札ですので、ここで申し上げるようなことは

原則的な話になろうかとは思いますけれども、

我々が望むのは、交通安全協会であろうとほか

の団体であろうと、この運転免許の更新時の講

習だとか違反者とか処分者の講習、この講習内

容が質が下がらなければいいというふうに基本

的に考えております。当然今まで交通安全協会

にやっていただいて、警察ＯＢが行ってくれ

て、豊富な経験と、またいろんな現場を踏まえ

てやってきたその経験談からやる講習というの

は、それなりにすばらしいものであるというふ

うに私は価値を認めておるんですが、いかんせ

ん世間の流れで一般競争入札という話ですか

ら、これにどうこうということは、発注者側と

すればできないというのが正直なところでござ

いますけれども、今、専務のほうからありまし

たように、自助努力をしていただいて、ほかの

質を高めて、この入札がとれるような努力をし

ていただければいいかなというふうには思いま

す。発注者側とすれば、そこは同じレベルで判

断をしていきたいと考えておりますけれども、

ただ、安かろう悪かろうでもいけませんので、

その辺のことは、単に入札金額のみで判断する

のかという点については、検討をしてまいりた

いというふうに考えております。

○十屋委員 例えば、私は日向ですけれども、
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日向の民間自動車学校というと、延岡も含めて

幾つかあったんですが、最終的には経営者が１

人という現実もあるわけですね。そうしたとき

に、ある種、一度競争入札でとった場合、後々

また安全協会と競争するというそのあたりが出

てきたときに、人的な配置も必要ですから、非

常に難しいんじゃないかなと思うんですね。そ

のあたりは十分、今、部長言われたように、い

ろんな検討をされて、質が落ちないようなこと

で取り組んでいただければというふうに要望し

ておきたいと思います。

○福田委員 ちょっと教えてください。この収

支総括表の中で不動産賃貸収入ですが、1,700万

円、これは自動車学校、交通安全協会が土地を

所有していると、そういう解釈ですか。

○柄本専務理事 そうでございます。宮崎県自

動車学校と言っておりましたけれども、日ノ出

町にございました。ここの経営譲渡を梅田学園

にしたわけですけれども、土地そのものはまだ

県安協の財産でございまして、これを月100万で

賃貸いたしております。それで、収入が1,700万

となっておりますけれども、これは500万は敷金

でございまして、合わせて1,700万ということで

ございます。

○福田委員 貴重な財産ですから、これは安全

協会の基本財産にもなるわけですね。将来の経

営の安定化策として大変いいなというふうに感

じたわけでありますが、経営権だけ譲渡され

て、底地はしっかりお持ちだと、こういうこと

ですね。

それからもう１つ、譲渡金9,850万で助成

金7,000万、交通安全協会にお出しになったわけ

でありますが、あとの2,850万の処理というのは

どういうふうに見るんでしょうか。

○柄本専務理事 9,850万のうち7,000万円を、

地区協会が今非常に財政的に厳しゅうございま

すものですから、13の地区協会に7,000万、助成

金として配分いたしました。残り約2,500万、こ

れにつきましては、資産譲渡に伴う消費税約500

万、それから固定資産税、これは学校建物の固

定資産税が３月までうちにかかりますものです

から、それが約80万ですとか、あと人件費とし

て200万、これは学校の清算のために会計課長を

継続して雇用いたしましたので、その人件費が

約200万、それとあとは約1,000万をこれからの

公益活動推進引当金に充てようということで、

約1,000万は今後の公益活動推進引当金にとって

おります。そういったことで、残金の7,000万を

地区協会に配分したということでございます。

○丸山委員長 ２ページのその他の職員と書い

てあるのは、どういうふうに理解すればいいの

か。プロパー職員というふうに理解したほうが

いいのか、警察本部のほうから来ている職員と

いうふうに見たほうがいいのか、まずちょっと

説明をお願いします。

○中原交通部長 その他の職員というのは、警

察ＯＢではないという意味でのその他の職員と

いう表現でございました。上のほうに職員が114

名おりますけれども、そのうち37名が警察ＯＢ

の職員ですよと、警察ＯＢで行った職員です

ね。それから77名は、いわばプロパーといいま

すか、交通安全協会がもともと採用した職員と

いう意味合いで書いております。

○丸山委員長 先ほどの５ページに書いてある

助成金の件なんですけれども、地区協会が非常

に厳しいということを我々もよく聞いておりま

して、これを割れば500万か700万ぐらいになる

んじゃないかなと思いますけれども、それを

やったときに、すぐ使い切ってしまうぐらい経

営状況が悪いというふうに聞いているんですけ
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れども、県協会はいいとして、地区協会は今後

どのような運営をされていこうというふうに考

えているのか、ちょっと場所が違うのかもしれ

ませんが、それをちょっとお伺いしたいと思い

ます。

○柄本専務理事 確かに会員減少によりまし

て、地区協会の財政状況は年々厳しさを増して

おるというのが本当の実情でございます。この

ところ何とか人件費を抑えながらでもやってき

ておるわけですけれども、それぞれの地区でい

ろんな交通安全活動をやっておりますので、何

とかこれを継続したい、地区安協も存続させた

いというのがあれですけれども、今後どうして

も小さな地区協会では経営が難しい、運営が難

しいという状況になりましたら、例えば宮崎地

区、ここに高岡とか西都とか、そういうのを合

併吸収しましてやっていくことも検討する時代

が来るんではないかなというふうに私個人では

思っております。

○中原交通部長 今の話に補足しまして、それ

なら警察本部として交通安全協会を育成するの

に、どういう努力をしているのかというような

ことがあろうかと思いますけれども、いろんな

形でサポートはするんですけれども、金銭的に

は御存じのように、うちが金銭的な援助をする

というのは直接はできないわけでして、ここ数

年来、私と隣におります交通部参事官が毎年

度、年度初めに県内28全市町村を訪問いたしま

して、各首長さんと交通安全対策について協議

いたします。このときに、いろんな中身はある

んですけれども、必ずお願いしておるのが、各

地区交通安全協会に助成金を予算化して少しで

も応援してくださいという話は、強力にお願い

しておるところでございます。そのほか、警察

本部として応援すべきことを今から考えまして

やっていきたいとは考えております。以上で

す。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 なければ次に、自家用自動車協

会につきまして質疑のある方はお願いいたしま

す。

○徳重委員 公社等の改革ということで、保管

場所の入力業務委託、これを19年度から一般競

争入札に移行しているということですが、この

応札できる方というのは、どういう方がいらっ

しゃるんですか。

○中原交通部長 平たく言いますと、入力の話

は、そのデータを要するにパソコンに打ち込み

まして、自動車保管場所管理システムというも

のに入力するんです。その入力したのと連動し

て、標章といいますか、自動車に、皆さん方の

車にも、例えば宮崎市なら宮崎市というステッ

カーが張ってあると思うんですが、ここが保管

場所、ちゃんと証明を受けましたよというもの

があるんですけれども、そういうものをつく

る、作成するという業務なんです。したがいま

して、そういう能力があるところであれば、ど

こでもそれは対応が可能だというふうに考えて

おります。

○徳重委員 というと、マークをつくることで

すかね。どういう業者が参入できるかというこ

とですよ。

○桑畑交通規制課長 作業の業務について少し

詳細に申し上げますと、この車庫証明は、普通

車と軽に分かれております。まず、普通の乗用

車、これについては保管場所の証明申請という

のが必要です。軽につきましては、現地調査を

伴わない保管場所の届け出、これをやります。

この車がだれだれの所有でどこに保管してあり
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ます、保管場所は適正に車庫として大きさもあ

りますというデータを、届け出と申請とあわせ

て現地調査という業務がありますけれども、こ

の現地調査した結果をパソコンに入力して管理

すると、この結果を皆さん御存じのように乗用

車の後ろのガラスに張ってあるステッカー、こ

れをつくって届け出をしておりますよという証

明をするのに伴うパソコンの入力作業というこ

とで御理解いただきたいと思うんですけれど

も。

○丸山委員長 今、徳重委員が言ったのは、入

力作業じゃなくて、どこがほかに入札可能なの

かというふうに質問されたと思っているんで

す。ほかにこれ以外にも入札された方がいらっ

しゃるのかというのを、また簡潔に答えていた

だければわかると思いますので、よろしくお願

いいたします。

○桑畑交通規制課長 前回の入札では、安全協

会と自家用車協会が一応２者、入札説明には来

たんですけれども、現実的には１者です。全国

的に見ますと、安全協会とか自家用車協会、民

間企業、警友会がやっております。

○福田委員 これに関連するんですが、実務を

自動車を購入した時点でやっているのはディー

ラーがやっていますよね。ディーラーで書類作

成しますよね。ディーラーと自家用自動車協会

の業務の流れ、関係はどうなるんですか。

○石村専務理事 新車を買うあるいは中古車を

買う、その場合に、御案内のとおり、例えば新

車の場合、普通車の場合、例えば検査料とか登

録手数料―これは印紙ですが、それからあと

自賠責保険、重量税、取得税、これらをひっく

るめますと、大体普通車の場合、17～18万か

ら20万ぐらいかかると思うんですが、これらの

手続を購入者が自分で全部されればこの額で終

わります。ただ普通の場合、ディーラーがそれ

を代行します。代行する手数料をディーラーが

取っております。これが現実。自家用自動車協

会の場合は、これには全く関知はしておりませ

ん。ただ私どもは、今言った手続のほかに、自

動車を買う人は車庫証明が必要になります。こ

の車庫証明は、手数料が2,750円要ります。これ

は全国一緒であります。車庫証明を、自分で警

察署へ行って、用紙をもらって自分で書いて警

察署へ届け出て、数日後にそれをもらうという

ことであれば2,750円で済むんです。自分でやれ

ば。ただし、これもディーラーが登録と一緒に

代行してやるということで、車庫証明の部分は

ディーラーが代書はできませんので、行政書士

事務所を経由してやるんですね。これには当然

行政書士事務所が手数料を取っております。で

すから、例えば私の場合で恐縮ですが、北署時

代に官舎におりました。それで、次の年、異動

になりまして自宅に帰りましたので、車庫証明

を自分で取って、警察署へ持っていって、証明

をもらって、運輸支局へ行って登録をするんで

すね。それは2,750円で済むんです。ただ、通常

の場合、これらをすべて、手間暇かかります

し、時間もかかります。それから、運輸支局に

行ったり県税に行ったり、そういったことを全

部ディーラーが代行してやろうということで

やっておりますので、これら法定の手数料のほ

かに、ディーラーがもらう手数料、これがかな

りの額ではないかというのが実態でありまし

て、自家用自動車協会としては、車庫証明の部

分だけで、先ほど説明ありましたように、１件

につき1,220円、入力について205円、これを県

から委託料としてもらっているだけでございま

す。

○福田委員 一般の自動車購入者は、その辺を



- 38 -

やっぱり勘違いされているんですね。そこは何

か機会がございましたら、広報の一環として

しっかりお出しになれば、もちろん個人でやる

というのは難しいと思いますよ。しかし実際、

そういう不法な、不当に高い代行手数料は取っ

ていないんだと、ディーラー自身の収益だとい

うことをはっきりさせられると、非常に私は自

家用自動車協会に対するイメージがよくなるん

じゃないかと思いまして、あえてお伺いしまし

た。

○十屋委員 ちょっと教えてほしいんですけれ

ども、１ページ目の県内11支部というのと、

さっきちょっと交通安全協会等が13あって、こ

の47と４というのが職員さんだと思うんです

が、これは例えば、組織は別々ですけれども、

同じ建物の中に一緒にあるということはないん

ですか。

○石村専務理事 県内11支部というのは、宮崎

支部が高岡署、北署、南署、３つ一緒になって

おりますから、警察署の数とは異なります。各

支部はそれぞれ、例えば日向は、警察署の

ちょっと前の、昔、市役所が公益質屋というの

がありましたが、市役所の建物を借りて事務所

を借りております。警察署の中へ事務所を構え

ているところはどこもございません。

○十屋委員 こういう代行をやっていらっしゃ

る中で、よく我々が耳にするのは、これはあく

までも意見として聞いていただければいいんで

すけれども、一般のディーラーとそれから自動

車工場―自家用車を修理する工場ですね、そ

この組合に入っている人と、先ほどの安全協会

じゃないけれども、組合に入らない人がいらっ

しゃって、そのあたりが我々ユーザーといいま

すか車を買う側は、入っているとか入っていな

いとかわからなくて、いわゆる手数料がやっぱ

り下がるわけですね、組合に入っていないほう

が。組合差もある。組合希望者もいるから、そ

れで同じように一律なんですけれども、そう

じゃない人、入っていない人との競争、そこで

協会に入っている意味というのがなくなってい

るとか、そこでまた抜けるとか、そういういろ

んなもろもろがあるので、先ほど福田委員言わ

れたように、どちらに入れとは言えませんけれ

ども、そのあたりをちょっと明確にしていただ

くと、いろんな意味で平等になるのかなと。民

間の競争ですから、自分の手数料を安くしよう

が高くしようが、それはそれぞれの競争ですけ

れども、ある意味、入らなくて一匹オオカミみ

たいにいろいろな、市場を荒らすと言ったらお

かしいんですけれども、そういうルールを

ちょっと無視するような方もいらっしゃるとい

うようなことも聞いていますので、何かの機会

がありましたら、またそういうところあたりも

お話しいただければなというふうに思います。

これは意見です。

○井上委員 １点だけちょっとお聞かせくださ

い。自動車税の自主納税推進業務、この業務と

いうのは、非常に私どもにとってはすごく大事

な業務だと思いますし、この業務が最近の状況

として、口座振替の納税制度の確立の動向とい

うか、それは現在どういう状況ですか。

○石村専務理事 これは自主納税協会というの

がございまして、そこから私どもにも業務委託

を受けております。業務の内容としては、窓口

で、いろいろ登録なり住所変更なり、そういう

方がかなり見えますが、そのときに期限内の納

付あるいは最近コンビニでも納付できるように

なっておりますので、そういうことについて教

示しておるということでございます。これにつ

いて、表にもありますが、10万円年間委託料を
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いただいておりますが、このうちから、私ども

も自主納税組織の一員でありますので、会費と

して２万円払っておりますので、実際は８万円

しかいただいていないということでございま

す。

○井上委員 動きとしてはどうですか。ちゃん

とその方向になっていただける方というのは多

いというふうに。

○石村専務理事 最近はコンビニ納税、これに

ついては、かなり普及が進んでいるのではない

かと。ただ、私ども統計がございませんので、

結果としてどれだけ伸びたかというのは、

ちょっと私どもではわかりかねます。

○丸山委員長 車庫証明の現地調査ということ

なんですけれども、我々、時々聞くのが、県の

住宅とかに駐車場がないとかよく聞くんです

が、そのときに、我々現地調査をどこまで本当

にされているのかなというのが若干気になる点

もあるんですが、ちゃんと一軒一軒すべて行か

れているということで確認してよろしいでしょ

うか。

○石村専務理事 年間５万9,000ぐらいありまし

た。この中で、全部が個人ではありませんし、

例えばディーラーが一度に50台ぐらい、ディー

ラーで登録する分があるんですね。例えばトヨ

タが50台年度末に登録する、月末に登録をして

さばくとかいうのがありまして、現実に、これ

も現場には行きますが、広い敷地でございます

から何ら問題ありませんが、個人の場合は100％

現場へ行って、申請者に確認をして、メーター

でもってはかって、それから本当にその本人の

敷地、権原のある土地なのかどうか、これは100

％検査をしております。例えば県の住宅とか、

これは県の管理者の証明がないと出ませんの

で、それが出た分については間違いないという

ことで判断しております。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 なければ、以上で警察本部の概

要説明を終わらせていただきます。

警察本部の皆さん、お疲れさまでした。退席

して結構です。

暫時休憩いたします。

午後１時57分休憩

午後２時１分再開

○丸山委員長 委員会を再開します。

環境森林部及び所管法人からの参考人におい

でいただきました。

私は、この特別委員会の委員長の丸山でござ

います。どうかよろしくお願いいたします。

委員の紹介につきましては、時間の制約もご

ざいますので、お手元の配席表にかえさせてい

ただきます。また、環境森林部及び参考人の皆

様の紹介につきましても、資料に出席者名簿を

記載していただいておりますので、省略して結

構でございます。

本日は、環境森林部所管の公社等のうち、当

委員会が選定いたしました公社等について、そ

の現状等に関する説明をお願いいたします。

それでは、よろしくお願いいたします。

○吉瀬環境森林部長 環境森林部長の吉瀬でご

ざいます。よろしくお願いいたします。

それでは、座って説明させていただきます。

お手元に配付しております行財政改革特別委

員会資料の表紙をごらんいただきたいと思いま

す。県が出資しております公社等につきまして

は、日ごろから適正な業務運営等に対しまして

指導監督を行っているところでありますが、本

日は、環境森林部が所管しております、まず財
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団法人宮崎県環境科学協会、社団法人宮崎県林

業公社、それから社団法人宮崎県緑化推進機構

につきまして、担当課長から御説明いたします

ので、よろしくお願いいたします。

○堤環境管理課長 財団法人宮崎県環境科学協

会の概要について御説明いたします。

行財政改革特別委員会資料の１ページをお開

きください。

まず、１、設立等についてでございます。

（１）の設立目的及び（２）設立年月日であ

りますが、環境に係る測定分析、調査研究、技

術指導、普及啓発活動などを行い、もって企業

の健全な発展と県民の健康と生活にとって良好

な環境の保全に資することを目的といたしまし

て、昭和48年３月17日に設立されました。

（３）出資総額及び（４）出資者一覧でござ

いますが、協会の基本財産は7,000万円でありま

すが、そのうち県の出資額は50万円となってお

りまして、全体の0.7％であります。県の出資額

を除く基本財産につきましては、協会が増資を

重ねていったものでございます。

（５）県出資の経緯でございますが、昭和45

年に制定されました水質汚濁防止法、また同年

に改正されました大気汚染防止法により、大気

や水質の規制・基準が強化され、事業者に対し

ましても測定分析の義務づけがなされたところ

であります。本県におきましては、県内事業者

及び行政の要請を受け、当時、本県唯一の検査

機関として設立されたものでございます。

続きまして、２、組織についてであります。

組織体制図をごらんください。理事長ほか副

理事長、理事、監事の役員と、２部４課の体制

となっております。役員のうち常勤の副理事長

１名が県職員ＯＢであります。また、非常勤で

ありますが、監事２名のうち１名が県職員ＯＢ

であります。

役職員総括表をごらんください。役員でござ

いますが、合計13名のうち、常勤２名、非常

勤11名となっております。職員につきまして

は、44名のうち、正職員19名、臨時職員など

が25名であります。

また、（２）常勤役員の年収額でございます

が、約500万円となっております。

資料の２ページをごらんください。

協会の事業の概要でございます。

まず、（１）県からの財政支出の状況です

が、みんなで実践する「環境にやさしい暮ら

し」促進事業を438万円で委託しております。

次に、（２）事業実績でございます。

ア、公益事業ですが、平成20年度事業費

は2,464万8,000円でございます。表をごらんく

ださい。

まず、項目の１、環境みやざき推進協議会で

ございますが、協議会の事務局を当環境科学協

会に置いておりまして、県が委託しておりま

す、みんなで実践する「環境にやさしい暮ら

し」促進事業の中で、まるごとエコライフ学習

会の開催やクリーンアップ宮崎の開催などを

行っております。

次に、項目の２、エコアクション21事業でご

ざいます。エコアクション21とは、環境省が策

定したガイドラインに基づき、環境経営、環境

活動に取り組む事業者等を認証登録するシステ

ムでありまして、当協会は平成17年度にエコア

クション21地域事務局みやざきに認定されてお

ります。平成20年度は、認証登録など15件の審

査を行っております。

次に、項目の３、自主事業でございます。

①宮崎県環境管理研究会でございますが、こ

れは企業の公害防止及び環境管理に関する知
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識、技術の向上を図るため、県内企業約140社に

より構成されている研究会で、当協会が事務局

となっております。事業といたしましては、環

境改善推進大会の開催などを行っております。

次に、②普及啓発技術研修事業でございます

が、ホームページによる情報発信や情報誌「環

境ひろば」を当協会の賛助会員や関係機関向け

に発行しております。

資料の３ページをお開きください。

次に、イ、環境計量事業でございます。平

成20年度事業費は１億8,151万円でございます。

この事業は、河川水や工場排水等の水質及びば

い煙など大気中の物質の分析測定事業、並びに

環境影響調査事業を実施しているものでありま

す。

まず、項目の１、分析測定事業でございます

が、水質、大気の分析測定や作業環境測定、建

築物衛生環境分析測定など、合計９万9,489件の

実績となっております。

次に、項目の２、環境影響調査事業でありま

すが、産廃施設騒音振動等環境調査など、合

計14件の実績となっております。

次に、ウ、浄化槽検査事業でございます。平

成20年度事業費は8,551万5,000円でございま

す。この事業は、当協会が昭和61年に浄化槽法

に基づく検査機関として指定されまして、浄化

槽の設置状況及び機能に関する検査を実施して

いるものでございます。

まず、法定検査事業の①７条検査でございま

す。これは浄化槽を設置したときに行う検査で

ありまして、20年度におきまして3,168基の実績

となっております。

次に、②11条検査でございます。これは毎年

度実施される浄化槽の機能や水質などの定期検

査でありまして、１万9,141基の実績となってお

りまして、あわせて２万2,309基の検査を行って

おります。

資料の４ページをごらんください。

４、財務の状況でございます。

協会の会計は、公益事業会計、環境計量会

計、浄化槽検査会計の３つの会計に区分されて

おります。上の表が貸借対照表、下の表が収支

計算書であります。

まず、上の表の貸借対照表でございます。科

目及び合計の欄をごらんください。Ｉ資産の部

の一番下、資産合計でありますが、10億62

万5,516円となっております。Ⅱ負債の部の一番

下、負債合計でありますが、４億4,129万8,181

円となっております。Ⅲ正味財産の部でありま

すが、資産合計から負債合計を差し引きました

正味財産は、５億5,932万7,335円であります。

次に、収支計算書であります。Ⅰ収入の部で

ありますが、上から３番目の欄の当期収入合計

は４億3,688万2,943円となっており、前期繰越

収支差額を加えまして、収入合計は４億9,986

万8,028円となっております。次に、Ⅱ支出の部

でありますが、下から２番目の欄の当期支出合

計は４億2,992万2,742円となっており、当期収

入合計から当期支出合計を差し引きました当期

収支差額は696万201円であります。また、一番

下の欄ですが、次期繰越収支差額は6,9 9 4

万5,286円であります。

資料の５ページをお開きください。

５、公社等改革の状況であります。

（１）これまでの改革の取組と実績でござい

ます。

①公社等のあり方の見直しであります。当協

会は、環境保全活動を推進する公益法人であり

まして、県内唯一の指定浄化槽検査機関であり

ますが、公社等の経営効率化及び自立化を図る
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ため、下記②、③のとおり、県の人的、財政的

関与を見直してまいりました。

②県の人的関与の見直しでありますが、平

成16年度においては、常勤役員２名、非常勤役

員１名、職員２名の計５名の県職員が就任して

おりましたが、現在では、常勤役員１名、非常

勤の監事１名に県職員ＯＢが就任している状況

となっております。

③県の財政的関与の見直しでありますが、平

成16年度におきましては、環境啓発事業として

約2,390万円を委託しておりましたが、現在では

約430万円となっております。

（２）今後の方向性であります。公益法人制

度改革に伴い、組織体制等の見直しとあわせて

効果的・効率的な事業運営に努め、経営基盤の

強化を図ります。また、公益性の高い環境保全

の啓発事業を充実させるとともに、浄化槽法定

検査について、県内唯一の指定検査機関として

の社会的使命を果たせるよう、検査体制を充実

させ、検査率の向上を図ってまいります。

財団法人宮崎県環境科学協会の説明は以上で

あります。よろしくお願いいたします。

○徳永森林整備課長 森林整備課でございま

す。社団法人宮崎県林業公社の概要について御

説明いたします。

資料の６ページをお開きください。

林業公社は、設立目的にありますように、分

収方式の拡大造林を推進し、森林資源の充実は

もとより、山村地域の経済の振興や雇用の場の

創出を目的として、昭和42年に設立をされたも

のであります。

出資総額は1,160万円で、うち県が500万

円、43.1％の出資となっております。出資者

は、市町村や森林組合、県森連など、19団体と

なっております。

県出資の経緯でありますが、昭和33年に分収

造林特別措置法が制定され、全国において国の

拡大造林政策の推進役として林業公社が設立さ

れる中で、本県におきましても、県、市町村等

が一体となりまして、主に地理的条件が厳しく

て個人では造林が困難となっていた地域におい

て拡大造林を推進するために、県といたしまし

ても出資を行ったものであります。公社が管理

する面積は、１万854ヘクタールであります。

次に、７ページの２、組織でありますが、

（１）の組織体制にありますように、役員は理

事12名、監事３名の15名となっており、常勤の

理事に県ＯＢが１名、非常勤の理事に県職員が

２名就任しております。また、職員につきまし

ては、県派遣職員が２名、プロパー職員が４名

で、再雇用職員等も合わせますと９名となって

おります。その下の組織図にありますように、

理事長及び副理事長は、知事、環境森林部長が

それぞれ就任し、常務理事の下に事務局長を置

き、２課体制で事業を実施いたしております。

（２）の常勤役員の年収額ですが、常務理事

の年収が約400万円となっております。

次に、８ページをお開きください。

３の事業の概要でありますが、（１）の県か

らの財政支出の状況でありますが、林業公社貸

付金14億4,250万1,000円は、日本政策金融公庫

及び市中銀行等からの長期借入金を償還するた

めの財源を県が無利子で貸し付けたものであり

ます。また、分収林高度化事業補助金930万円

は、社営林を長伐期施業に移行するための契約

延長事務に補助しているものであります。

次に、（２）の事業実績でありますが、①の

分収林事業・森林施業受託事業といたしまし

て、除間伐などの保育や作業路の開設に加え、

森林所有者から受託によりまして植栽未済地の
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解消にも取り組み、計３億5,960万8,000円の事

業を実施しております。また、②の林産物売払

です。これは立木の売り払いなんですが、主

伐、皆伐して売った面積が207.56ヘクタール、

間伐した面積が438.46ヘクタールを実施いたし

まして、計３億4,896万6,000円の収入を得てお

ります。

次に、９ページの４、財務の状況につきまし

て御説明いたします。恐れ入りますが、11ペー

ジの財務諸表で説明させていただきます。

まず、貸借対照表でありますが、表の上段、

Ⅰ資産の部でありますが、１の流動資産と２の

固定資産を合わせた資産合計は、表の中ほどに

ありますように365億7,105万円余で、その内訳

の大半は、その合計の６行上にあります357

億3,036万円余の森林勘定であります。この森林

勘定とは、これまで植栽や育林など森林造成に

投資した経費の累計額を立木の取得原価として

計上しているものであります。

次に、Ⅱの負債の部であります。１の流動負

債と２の固定負債を合わせた負債合計は、383

億7,283万円余となっておりますが、その大半は

８行上の政策金融公庫等からの長期借入金338

億7,136万円余であります。

次に、Ⅲの正味財産の部であります。正味財

産は、表の下から２行目にありますように、マ

イナス18億177万円余であります。したがいまし

て、負債及び正味財産合計は、一番下にありま

すように、365億7,105万円余となっておりま

す。

次に、12ページをお開きください。

正味財産増減計算書であります。

まず、Ⅰの一般正味財産増減の部につきまし

ては、表の下から８行目にありますように、20

年度に伐採した森林にこれまで投下した経費に

見合った収入が得られなかったことにより、当

期一般正味財産増減額がマイナス４億9,935万円

余となっております。その下の一般正味財産期

首残高がマイナス13億242万円余でありますの

で、次の一般正味財産期末残高及び表の一番下

の正味財産期末残高は、マイナス18億177万円余

となっております。

申しわけありませんが、もう一度９ページに

お戻りください。

４の財務の状況の（２）ですが、長期借入金

残高の推移であります。県や政策金融公庫等か

らの長期借入金の残高につきましては、平成21

年度末で、表の一番右の下の合計の欄にありま

すように、339億700万円を見込んでおります。

この残高は、これまでの残高のピークと見込ん

でおりまして、来年度からこの残高は減少して

いくということになっております。

次に、５の公社等改革の状況でありますが、

平成17年度から３カ年を「林業公社集中改革実

施期間」と位置づけまして、分収割合や運営費

の見直し、それから借入金の低利融資への借り

かえ、長伐期施業への転換など、抜本的な経営

改革に取り組んだ結果、分収林事業が終了いた

します平成80年度には、すべての債務を解消で

きる見込みとなったところであります。

その上で、今後の経営形態の選択肢につい

て、弁護士、税理士等の外部有識者による提言

・意見も踏まえまして、県民負担を最小限にす

る観点から総合的に検討いたしました結果、県

の方針として、平成19年に公社として存続させ

ることが最も適切と判断したところでありま

す。

この判断を受けまして、林業公社では、新た

な経営方針や平成20年度を始期とする10年間の

経営計画を策定し、現在、全力で経営改善に取
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り組んでいるところであります。

県といたしましても、経営改善が着実に図ら

れるよう進行管理を行うとともに、国に対して

支援拡充を積極的に働きかけ、木材価格の動向

等も注視しながら、県民の負担が最小限となる

よう常に見直しを行うこととしております。

次に、10ページには、これまでの公社改革の

経緯を載せております。

10ページをお開きいただきたいと思うんです

が、表の右側中ほどに、ちょっと大き目の枠で

囲っておりますが、平成18年度の包括外部監査

におきましても、県からの無利子貸付の継続が

条件となりますが、清算するより伐採収入から

借入金返済が可能と見込まれる以上、事業を継

続し、長期借入金を返済していくべきとの意見

をいただいております。

最後になりますが、公社は、県が無利子で貸

し付ける資金が県民の負担する税金であること

を重く受けとめ、今後、経営改善に全力で取り

組み、森林所有者へ少しでも多くの利益が還元

されることに努め、森林の公的担い手としての

役割を果たしていくことが必要であると考えて

おります。

森林整備課からは以上であります。

○河野自然環境課長 自然環境課でございま

す。社団法人宮崎県緑化推進機構の概要につい

て御説明いたします。

委員会資料13ページをごらんいただきたいと

思います。

初めに、１の設立等についてでありますが、

宮崎県緑化推進機構は、（１）の設立目的にあ

りますとおり、県土の緑化運動を推進し、健康

で住みよい緑豊かな生活環境の創出などに寄与

することを目的として、また、平成７年に施行

されました「緑の募金法」に基づき、緑の募金

の業務を行うことのできる知事が指定した県内

唯一の団体として設立をされております。

次に、（２）の設立年月日でありますが、当

機構は、平成８年の５月20日に、任意団体から

社団法人となっております。なお、当機構は、

昭和26年に設立されました宮崎県緑化推進委員

会がその前身でありますが、委員会の会長は代

々県議会議長が就任されておりました。社団法

人化以降は、県議会議長は名誉会長に就任をい

ただいております。

（３）の出資金についてでありますが、出資

金はございませんが、当機構は、県と県内全市

町村及び企業や団体を会員としておりまして、

会員からの会費収入が別にあります。

次に、組織についてであります。

（１）の組織体制の下の表にありますよう

に、当機構は役員15名、職員５名の体制となっ

ております。役員の内訳は、理事が13名、監事

が２名となっており、理事のうち常勤は常務理

事１名でございますが、県のＯＢでございま

す。また、職員については、県ＯＢの事務局長

のほか嘱託職員１名、臨時職員３名となってお

ります。

次に、（２）の常勤役員の年収額であります

が、平成20年度は、常務理事１名分、約400万円

となっております。また、役員報酬規程につい

ては定めておりません。

次に、右側の14ページをごらんいただきたい

と思います。

３の事業の概要についてであります。

（１）の県からの財政支出の状況でございま

すが、平成20年度の実績で、補助金が1,215

万3,000円、委託料が2,660万円となっており、

合わせて3,875万3,000円となっております。

次に、（２）の事業実績でありますが、緑化
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推進機構が行っております事業は、公益事業と

受託事業に分けられています。

まず、①の公益事業ですが、公益事業は募金

会計と一般会計に仕分けをして管理されており

ます。

まず、募金会計のアの緑の募金を活用した事

業です。この事業は、県民から寄せられました

緑の募金を活用して、県民参加の森づくり活動

など、県民緑化推進運動に関する各種の事業に

取り組んでおります。平成20年度は、3,812

万4,000円となっております。実施事業を表に載

せておりますが、このうち主な事業は、４の地

区・市町村みどり推進会議交付事業でございま

して、全市町村を含む県内37の団体が各地で取

り組みます地域の緑化活動に対して交付金を交

付しております。

次に、イの補助金・交付金事業は、一般会計

で管理しておりますが、県の補助金と全国組織

であります国土緑化推進機構からの交付金を合

わせまして、事業費は1,615万9,000円となって

おります。事業の概要を表に載せております

が、県の事業であります宮崎県緑化推進機構支

援事業としまして、緑の募金活動や森林ボラン

ティア活動、県民緑化運動の企画・実施などを

行っております。その下の国土緑化推進機構か

らの交付金でありますが、緑と水の森林基金の

交付金を活用いたしまして、みどりの少年団の

交流活動や緑化木養成の講習会開催などの事業

に取り組んでおります。

次に、15ページをお開きいただきたいと思い

ます。

②の受託事業でございます。受託事業は、特

別会計で管理をいたしておりまして、平成20年

度に県から受託した事業に支出した事業費

は2,631万6,000円となっております。事業の内

容については、表の事業概要欄に記載しており

ますとおり、緑化木苗木の養成や配布、みどり

の相談所の開設などの事業に取り組んでいるほ

か、森林環境税を活用した森林づくり団体の活

動の支援、森林環境教育の実践や広く県民が森

林づくり活動を行う県民ボランティアの集いの

開催などを受託しております。

次に、４の財務諸表についてでございます

が、右側の16ページをごらんいただきたいと思

います。

貸借対照表の総括表であります。

当機構の会計は、一般会計、特別会計、募金

会計の３つに区分されておりまして、科目欄の

合計欄をごらんいただきたいと思います。

Ⅰの資産の部については、１の流動資産合計

が3,134万円余、２の固定資産合計が172万円余

となっておりまして、資産合計は3,307万円余と

なっております。

次に、負債の部ですが、負債合計が481万円余

となっております。

Ⅲの正味財産の部でございますが、正味財産

は、合計欄の下から２段目にありますとお

り、2,826万円余となり、一番下の負債及び正味

財産合計は3,307万円余となります。

次に、17ページをお開きいただきたいと思い

ます。

収支計算総括表でございます。

表の真ん中の列、一般会計の欄をごらんくだ

さい。①の会費収入といたしまして86団体から

の会費571万円余を含めました2,191万円余の収

入に対しまして、1,615万円余の事業支出となっ

ております。

次に、その右側、特別会計でございます

が、2,662万円余の事業収入に対して、2,631万

円余の支出となっております。
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次に、右端の募金会計の欄をごらんくださ

い。事業活動収入は、④の緑の募金などの寄附

金収入に雑収入を合わせました3,821万円余と

なっておりまして、これに対しまして、募金を

活用した各種事業に要した経費として3,812万円

余が支出されております。

３会計の収入合計は、事業活動収入の計にあ

りますとおり、8,674万円余となっております。

これらの収入に対しまして、支出の合計は、事

業活動支出の計の欄にありますとおり、8,059万

円余となっておりまして、事業活動の収支差

額614万円余となっております。その結果、一番

下の欄にありますように、21年度の繰越額

は1,961万円余となっております。

財務諸表については以上でございます。

恐れ入りますが、15ページにお戻りいただき

たいと思います。

５の公社等改革の状況についてであります。

（１）の県の人的関与でございますが、平成

８年度に社団法人化した当時は、理事長が副知

事、副理事長には県部長が就任しておりました

が、理事長職は平成17年に民間から登用しまし

て、また、20年には副理事長職からも県職員は

外れております。現在、役職員に県職員はつい

ておりません。

（２）の今後の方向でございますが、当機構

につきましては、県民の皆様から寄附をいただ

きました貴重な「緑の募金」を管理できる県内

唯一の団体として知事から指定をされておりま

すので、県内における緑化推進の中核組織とし

て、今後より一層の緑化活動の推進に努めてい

くこととしております。また、近年、森林や緑

に対する重要性がますます高まっておる中、県

民の多様な緑化ニーズに積極的かつ的確にこた

えていくとともに、公益法人制度改革に伴い、

引き続き効率的・効果的な事業運営に努めてい

くことにいたしております。

説明は以上でございます。

○徳永森林整備課長 １点だけ訂正をお願いい

たします。

８ページの事業の概要の（２）事業実績でご

ざいますが、事業実績の①の分収林事業・森林

施業受託事業の中で、事業合計を先ほど３

億5,960万8,000円と申しましたが、この計にあ

りますように、３億5,833万7,000円ということ

で訂正をお願いいたします。

○丸山委員長 説明が終わりました。質疑等が

ございましたら発言をお願いいたします。な

お、１法人ずつ質疑を進めたいと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。

まず、環境科学協会についての質疑をお願い

いたします。

○福田委員 説明でもいただきましたが、前身

であります公害防止管理協会、浄化槽の検査が

最初の仕事のように私は記憶をしておったんで

すが、先ほどの説明の中で、引き続き唯一の検

査機関として仕事が継続できるという説明であ

りましたが、民間と申しますか、競争相手の参

入は法律上できないというふうに解釈していい

んですか。

○堤環境管理課長 浄化槽の法定検査につきま

しては、浄化槽法で規定されています。その規

則の中で、これまでは公益法人というふうにさ

れておりました。公益法人制度改革によりまし

て、今後は、一般財団、一般社団も同様に指定

機関としてなることはできるようになっていま

す。環境省の通知によりますと、浄化槽法の法

定検査は、公平・公正あるいは客観性がないと

いけないということで、原則として県内１カ所

に指定しなさいというのがございます。また、
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法定検査機関がその能力がない場合には、２カ

所、３カ所、指定することはできますけれど

も、業務の範囲は競合しないようにと、そうい

う通知がございまして、現在のところ、環境科

学協会が能力ございますので、県内で１カ所と

いうことを継続したいと考えております。

○福田委員 よく理解できました。あわせまし

て、これは浄化槽でありますが、飲料水の関係

で受水槽の検査まで手を広げることは難しいの

かどうか、その辺はどうですか。

○堤環境管理課長 「建築物における衛生的環

境の確保に関する法律」の中での検査を行って

おりますけれども、飲料水の検査については、

県内に公衆衛生センターがございまして、そち

らのほうで実施するようになっております。

○福田委員 わかりました。以上です。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 なければ、次に、林業公社のほ

うに移らせていただきます。質疑をお願いいた

します。

○福田委員 以前にも一回お伺いしたことがあ

るんですが、林業公社の業務の性格上、長期借

入金というのはやむを得ないと考えておるんで

すが、この調達コストについては、公的金融機

関をかなり使っておられますから、かなり利息

は安いと考えるんですが、今借り入れされてい

ます338億7,100万、これの平均調達利率はどれ

くらいになっていますでしょうか。

○徳永森林整備課長 ８ページをごらんいただ

きたいと思います。参考のところに借入金の利

息というところがありますが、県、市町村から

はゼロ、無利子ということになっておりまし

て、日本政策金融公庫につきましては、０％か

ら6.5％までありまして、平均が1.92％、それか

ら市中銀行につきましては、1.4％から2.1％あ

るわけですが、平均が1.76、これは金額等も含

めて加重平均したときに1.76ということになり

ます。以上です。

○福田委員 かなり金融機関等も林業公社に協

力的な利息の設定がされていると、今の金利で

考えたわけであります。そこで、先ほど11ペー

ジの貸借対照表の中で御説明いただきました森

林勘定の取得原価357億3,000万という説明でご

ざいましたが、これも林業の特性から理解せざ

るを得ないというふうに考えるんですが、経費

積み上げ方式で取得原価を表示されております

から、この357億という数字が出ますが、80年で

すからね、もうお互い現存しないんですが、現

時点でこの357億の数字というのは、どれくらい

のね……、今、日本の経済界が非常にもめてい

るのは、いわゆる取得原価方式から時価会計方

式に移行になったから今大混乱しているんです

が、これを時価会計方式で見た場合には、どう

いう数字になりますか。

○徳永森林整備課長 確かに新公益法人会計基

準によりましては、一応取得価額ということで

やっているんですが、時価価格が半分以下に

なってしまう、いわゆる原価評価額より時価価

格が半分以下になった場合は、これを時価価格

にしなさいという指導があるわけですが、現在

の357億を時価評価いたしますと、約290億であ

ります。その差額が約67億生じているという状

況であります。

○福田委員 日本経済の落ち込みからします

と、今おっしゃった290億という数字はそんな

に、時価があれば驚く数字じゃないんですよ

ね。これは民間の経済なんかもかなり落ち込ん

でいまして、だから私は意外な数字を耳にした

んですが、290億という時価であれば、それは場
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合によっては、私どもが現存中に市況が復帰し

て、取得原価を上回る、取得原価プラスまた経

費、いろんな利息が加わってきますから……。

だけど、取得原価と時価との差はそんなにない

んですね、大騒ぎするような。これはそのま

ま100％信頼してよろしいんでしょうか。

○徳永森林整備課長 先ほど申しました包括外

部監査のほうで、やはり林業公社を経営改善し

ていく上で、時価評価方式というものを確定し

ないといかんだろうという意見がございまし

て、県といたしましては、弁護士と学識経験者

を集めまして、その時価評価の算定方式という

ものを一応定めたと。これが平成17年度に定め

まして、全国的にもこういう時価評価を定めた

ところはございませんで、本県が初めてだった

ものですから、今、全国的なレベルでその評価

のあり方を検討してもらいたいということは一

応国等にもお願いはしているんですが、今の段

階で、この研究会で、いわゆる長期見通し、そ

れから市場逆算等を含めまして、３つの方法を

組み合わせた方法で時価評価をしているという

ことになります。それからもう１点、先ほど言

いました森林勘定、この中には今まで支払って

きた利子、これが177億あるんですが、357億の

うちの177億の支払い利子、これがいわゆる借り

入れたことによって経費として打ち込んでい

る177億というのがありますので、今までの経費

の中でいきますと、290億と177億を引きます

と、それほど差はないんだなということは認識

はしておるんですけど、だから借り入れによっ

てやることによって、177億の利息もこの森林勘

定の中に経費として含まれているという状況で

あります。以上です。

○福田委員 今おっしゃる説明を理解すれば、

そんなに天と地がひっくり返るような林業公社

の内容ではないなというふうに考えたんです

が、それはまた後世証明することでありましょ

うから、もう議論はいたしませんが、もう１

つ、数日前の全国紙に、林業公社―これは全

国的に傾向は同じですね―の改革の問題で、

国のほうの中間の指針が出ておりました。これ

で、かなり思い切った国等の林業公社改革に対

する助成あるいは指導等をなされると書いてご

ざいましたが、その辺は詳しくちょっと説明い

ただきたいんですが。

○徳永森林整備課長 今回の一番のポイント

は、林業公社を清算する場合に、それについ

て、第三セクター等改革推進債、いわゆる起債

が起こせるということで、県が持っている損失

補償、清算した場合は、その分を県が損失補償

をしているものですから、そこを県が公社にか

わって払う、損失補償すると、その分について

県として起債が起こせますよというのが１点あ

ります。ほかは林業公社をねらい撃ちしたよう

な新たな事業をつくりましたということなんで

すが、もう１点は、県が公社に無利子で貸す場

合に、今まで充当率といいますか利子の何割か

を交付税措置しましょうというのが、それが２

割が５割まで引き上げられまして、本県では昨

年が6,200万円の交付税措置がありまして、それ

は若干前から決めておったんですが、今回１

億7,000万程度の交付税措置がなされると、無利

子に対して、という状況が生まれたということ

です。総務省、林野庁、県代表、３つでつくっ

た検討会で進めてきたんですが、感想といたし

まして、一歩二歩の前進はしたような感じはす

るんですが、まだ抜本的なところまではないん

じゃないかなというふうに私は考えておりまし

て、今後も国に対しては、全国で１兆400億円の

債務を抱えておりますので、また、国策として
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進めてきた案件でございますので、国に強く要

望していきたいというふうに考えております。

以上です。

○福田委員 少しは明るい兆しが見えたようで

ありますから、頑張ってください。以上です。

○十屋委員 先ほど９ページの長期借入金残高

の推移で、来年度より減少していくというふう

にお話があったんですが、どの程度減少するの

かというのと、その減る要因、減少していく要

因は何なのかというのを、その２点。

○徳永森林整備課長 林業公社は、今まで全

額、償還金については県が貸し付けていたんで

すが、本年度から主伐による収入を一部償還に

充てるということになっておりまして、平成21

年度、本年度から、収益のうちの約２億4,000万

は償還に充てるということで、本年度からずっ

と自己資金で充てるということになっていきま

すので、その分減っていくということになると

思います。県といたしましては、県が貸し付け

るピークは平成37年ですかね、県の残高が最終

的には292億円ぐらいになりまして、だから県の

貸し付けにつきましては、平成38年から回収の

ほうが多くなるということになります。理由と

いたしましては、県が償還していくと同時に、

林業公社の収益によって償還も始まるというこ

となんですが、８ページの財政支出の状況の参

考のところに、一番下のほうに、県の貸付金と

いうのが平成20年度は14億4,200万ありますが、

平成21年度は公社が２億4,000万自己負担いたし

ますので、県の貸し付けは12億1,000万ぐらいで

済むということになります。ですから、今後は

収入を償還に充てていく、そういう長期収支計

画になっておりますので、それを木材価格の動

向等も見る必要があると思うんですが、そうい

う計画に基づいて減になっていく、平成21年度

末が一番ピークということになっております。

○丸山委員長 この８ページのほうでお伺いし

たいのが、（２）の②に書いてある林産物売り

上げのことなんですが、売り上げは３億4,000万

幾らとあるんですが、実の利益率―利益とい

いますか―はどれくらいになるというふうに

見たほうがいいでしょうか。

○徳永森林整備課長 御存じのように、これは

分収割合が林業公社が６割、森林所有者が４割

となっておりますので、この３億4,896万6,000

円のうちの６割が林業公社の収益となります。

あと４割は、森林所有者へ還元するということ

になります。

○丸山委員長 売り上げじゃなくて収入でよろ

しいんですね。

○徳永森林整備課長 この３億4,896万は、売り

上げの金額になります。

○丸山委員長 売り上げであれば、その作業費

を引いた利益率ですね。売り上げということ

は、市場に出したお金だけじゃなくて、その経

費が入っていると思うんですね。経費を入れる

と、どれぐらいあるんでしょうかとお伺いして

いるんですが。

○徳永森林整備課長 主伐につきましては、林

業公社の場合は、山元で立木価格で販売いたし

ますので、立ったまま、立木価格でやります。

山元でそのまま売るということですね。だか

ら、主伐の場合は経費は必要ない。だから、そ

の搬出手間も含めて入札が行われるということ

です。ですから、これは丸々売上高になると。

○丸山委員長 ちなみに、立木、幾らで売られ

ているか。

○徳永森林整備課長 平成20年度は若干、御存

じのように、立木価格、木材価格が落ちたもの

ですから、立木価格で立米3,200円、平成19年度
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は立米4,000円でありましたので、この長期見通

しの計画は、大体１立米当たり3,800円で長期見

通しをやっておりますので、19年度は計画以上

の収益がありましたけれども、平成20年度につ

きましては若干材価が落ちたということであり

ますので、今後もこの材価によって計画自体が

大きく左右されますので、その辺は見ていく必

要があるというふうに思っております。立

米3,200円で、大体ヘクタール当たり137万円ぐ

らいになります。１ヘクタール当たり大体430立

方の材積がありますので、それで計算します

と、ヘクタール当たり大体137万ということで、

他の普通の私有林に比べれば、いい値段で売れ

ているなとは思ってはおるところなんですけれ

ども。

○丸山委員長 あと、７ページの職員とかプロ

パー含めて１年間の人件費というのは、どれく

らいかかっているというふうに理解したほうが

よろしいですか、林業公社の分だけで。

○徳永森林整備課長 ちょっと時間をいただき

まして、すぐお答えしたいと思いますので。

○山下委員 さっきの関連なんですが、ヘクタ

ール当たり137万ということなんですが、ことし

は２億4,000万見ているんですよね。いわゆる山

の収入ですね。何年生の木を切られるんです

か。

○徳永森林整備課長 大体平均的に38年から45

年の間の木を切っていくということになりま

す。先ほど言いましたように、公社は長伐期に

移行していく検討はしているんですが、どうし

ても長伐期にしたくなくて今伐採したいという

方々もおるものですから、そういう方々のを処

分していくと。

○山下委員 ことしは何ヘクタールの伐採計画

ですか。

○徳永森林整備課長 21年は186ヘクタールを伐

採したいと考えております。

○山下委員 186ヘクタールの場所というのは、

一番多いところの面積で主伐をする場合に何ヘ

クタールぐらいですか。

○徳永森林整備課長 ちょっと時間をいただけ

ますでしょうか。

○山下委員 主伐をされた後の山の管理という

のは、どういう計画ですか。

○徳永森林整備課長 分収契約がそこで終了し

てしまうものですから、契約上、地上権を森林

所有者に返すということになっているんです

が、今の状況でなかなかまた森林所有者が負担

をしてというのが難しいということで、できる

だけ林業公社が補助金を使ってやれば、高率補

助で普通のよりできますので、公的森林整備事

業という高率補助を使いまして、公社のほうで

森林所有者から受託を受けて実施していると。

それでも、去年の例から見ますと、今まで伐採

した大体半分ぐらいが造林されて、あと半分が

今そのまま残っているという状況でありますの

で、そこをもう少し上げていきたいなと思って

いるところです。

○山下委員 そこなんですよね。先ほどの答弁

で、いい価格で取引されるというちょっと自信

の話があったんですが、切った後をどうするか

なんですよね。宮崎県も未済地をなくそうとい

うことで、何ぼでしたか、予算をことしとって

いますよね。そのことを考えると、やはり山を

持っておられる方、そしてそういう中山間を抱

えている市町村、後をどうしていくかというこ

とは大変な問題なんですよね。だから私は、こ

の林業公社の財務的な問題は別として、後を

追っかける問題というのがあるわけですから、

やはりそのこともちゃんと問題整理して、林業
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公社がこれだけ木を切っていく中で、後の体制

も市町村とうまく話をしながらそれをやってい

かないと、大変な問題になってくるような気が

するんですよね。我々は都城なんですが、大変

なはげ山が出てきていますから、しっかりと対

応をお願いしたいなと思います。

○徳永森林整備課長 それは一番林政の中で大

きな課題だろうと。森林所有者も高齢化してお

りますし、不在村地主もふえておりますので、

今、分収造林という方式でやっておるのが森林

農地整備センター、昔の緑資源なんですが、そ

ことも連携いたしまして、伐採跡地、公社の跡

地につきましては、そこをなるべく造林を分収

造林にしてもらうように、今、連携をとりなが

ら進めておるところです。

先ほどの人件費でございますが、9,000万円に

なっておるようでございます。

それと伐採の面積、平成20年度で一番大きい

のは34ヘクタールというところが大きくて、平

均したときに12ヘクタールとなっております。

以上です。

○丸山委員長 先ほど、人件費が9,000万という

ことなんですが、職員数が９名、役職員が実質

支払われているのが、常勤が１名、10名前後の

人件費というふうに理解してよろしいでしょう

か。

○徳永森林整備課長 再任用も含めますと10人

程度ということになります。

○丸山委員長 私が気になっていますのは、派

遣して作業している内容が、分収林事業とか森

林施業受託事業をやっていらっしゃるんです

が、実質は、この方々、職員が作業はされず

に、森林組合とかがされているはずでしょうか

ら、林業公社で仕事をするべきなのか、もしく

は環境森林部森林整備課の中でもできる仕事

じゃないのかなというふうな思いがあるんです

が、その辺はどういうふうに考えればよろしい

でしょうか。

○徳永森林整備課長 改革の中で、先ほど申し

ましたように、県有林としての移行ということ

も検討してまいりまして、その中でそれも含め

て検討しておりますので、それも含めて検討し

た中で、先ほど申しましたように、県民への負

担が一番少ない方法として、継続が一番負担が

少ないと。その負担が少ないといいますのは、

１つは、今、公社と結んでいる契約、大きく２

つ柱がありまして、その契約事務をまた県と結

び直すというその事務量、それから県が公社か

ら補償を払いまして、代物弁済として分収林を

買い取るという形になりますので、それに伴う

消費税が当時20億発生するということも含めま

すと、今のまま継続したほうが、継続して最終

的には償還債務の解消が進むということで決定

をしたというふうに考えております。以上で

す。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 なければ、緑化推進機構に移り

ます。御質疑をお願いいたします。

私のほうからなんですが、ここで緑化推進機

構が実質、職員が県のＯＢが２人と嘱託職員が

１人と臨時が３名ということなんですけれど

も、このような機構というのは、何か不自然と

いいますか、形上はちょっと不自然に思えるん

ですが、存在意義というのがどういうふうにと

ればいいのかをちょっとお伺いしたいと思うん

ですが。

○河野自然環境課長 臨時職員３名おるという

ようなことですが、臨時職員は２名は非常勤と

いいますか、月10日と15日でございます。残り
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の３人については、フルというようなことでご

ざいます。臨時職員については、確かに数とし

ては正職員という位置づけじゃございませんけ

れども、臨時職員のメンバーは、ある程度林業

分野といいますか、精通されたスタッフでござ

いまして、現状では十分事務は行われておると

いうふうに理解しております。

○丸山委員長 ちなみにこの県のＯＢの方が行

かなくなれば、実務はどうなるというふうに言

えばいいか。平成８年から10年たっていますの

で、ある程度しっかりと、本当に必要なものを

担っていると思っていますけれども、ちゃんと

業務をできるような体制にしていかないと、

ずっとこのような形でいいのかというのを聞き

たいと思っております。

○河野自然環境課長 事務局長、ＯＢが行って

おりますけれども、緑化推進機構の業務の中身

を見ますと、やっぱり森づくりといいますか森

林づくりの技術や知識がある方でないと、なか

なか業務がこなせないといいますか、全体的な

機構の役割は担えないと思っています。ですか

ら、一番職員のかなめの事務局長については、

ある程度の知識を持った方でないと難しいと

思っております。現在はたまたま県のＯＢが

行っておりますけれども、そういうことでござ

いまして、技術、知識の必要な方が求められて

おるというようなことで考えております。

○丸山委員長 ここでなくても、環境森林部の

中に、どこかのセクションに置いてもいいぐら

いの仕事をされているというふうに認識しても

いいと感じてしまうんですが、それに関してど

ういう、平成８年に改めてこの新機構をつくっ

たというのは何かあったと思うんですが、その

辺の事例をちょっとお伺いしたいと思います。

○河野自然環境課長 先ほど申し上げましたけ

れども、平成７年に緑の募金法というのが制定

されまして、この中で緑の募金の募金活動に当

たることのできる団体については、民法第34条

の法人であるということが一つございまして、

それと、県内に１団体しかこの業務は当たれな

いと、知事が認めた、そういった規定がござい

ますので、県がみずから募金を集めるというこ

とにはならないと思っております。

○丸山委員長 募金活動をするためだけの団体

ということに聞こえてしまうんですが、そう

いったのが、法律上すべての団体は県がつくっ

ていらっしゃると思っているんですが、すべて

全国こういう形でしょうか。

○河野自然環境課長 47都道府県、どこかの団

体が募金業務を担っている団体として知事から

指定されております。先ほど、私の説明では、

緑化推進機構が募金活動のみに当たるために設

立された組織だという話がありましたけれど

も、これはもともとが緑化推進委員会の時代か

ら国土の荒廃がありまして、国土緑化を図るた

めの組織として立ち上がったわけでございま

す。ですから、県土緑化推進を図っていくとい

いますか、そういったものがまず基本にあって

の話でありまして、その一つとして緑の募金と

いうのが緑化推進を進めていくための手段とし

て法制化されたということでございます。

○髙橋委員 いま一度確認しますけど、緑の募

金を集める団体は１団体しか認めないというこ

とをおっしゃいましたよね、知事が認める。大

体その法律が私はちょっと間違っているような

気がするんですよね。募金というのは自主的に

やるもので、団体によって、私、例えば緑に関

係する造園協会とか、いろいろあると思うんで

すよ、緑に関連する団体が。そこに呼びかけて

その人たちが募金活動することがだめなんで
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しょうかね。法律がそうなっていれば、それは

しようがないんですよね。今お話を聞いて、

ちょっと疑問がわいたものですから、それは法

的に１団体、この緑化推進機構しか募金活動で

きないということなんですね。

○河野自然環境課長 先ほどお話ししましたと

おり、平成７年に制定されました「緑の募金に

よる森林整備等の推進に関する法律」の中の第

５条の中で、先ほど言いました民法34条で設立

された法人であること、それから募金業務を適

正かつ確実に行うことができると認められる１

団体について知事が指定することができるとい

うふうになっておりまして、平成８年に県知事

が指定したということでございます。

○十屋委員 今の話で、法律ができた段階で県

に一つつくらなきゃいけないんですか。緑の募

金という法律ができて、それで今言われたよう

に県につくるときは、そういう民法上のことが

あるんでしょうけど、どうしてもいわゆる必置

規定みたいにして、それをするためにそういう

組織をつくらなければいけないということが前

提にあるんですか。

○河野自然環境課長 緑の募金そのものは、昭

和26年から緑の羽の募金ということでスタート

してずっと歴史が50数年あるわけでして、法律

制定の時点で緑の募金ということで衣がえしま

した。ねらいとしては、募金活動の取り組みの

強化というのがまずあったんですけれども、そ

れとあわせて、担っていた宮崎県緑化推進委員

会の組織の強化とか社会的信用性を高めると

か、そういったことから法人化に踏み切った。

もちろん法律の中で、そのように民法の34条法

人じゃないとだめだよというのがあったもので

すから、契機としてはそうでして、それ以前も

募金、寄附金等の活動というのはずっとやって

きて、これで認定、指定しないと、募金活動そ

のものが維持できなくなる、そういった事情か

ら指定したということです。

○十屋委員 例えば公社等改革の中にもこの推

進機構は出てこないんですよね。だから逆にで

きないんじゃないかなという、やりたくでもで

きない状況なのか。先ほど言われた民法34条、

そのところで類似的な該当する団体がほかにあ

るのかないのかだけ教えてもらえますか。これ

がもしできるような団体があるかないか。民

法34条はちょっと私も知らないので、どういう

概略の法律なのかをちょっと教えてください。

○河野自然環境課長 県内に民法34条法人があ

るのかどうか、あわせて森林整備を推進する目

的として設立されたというのがあります。県内

団体を見ますと、確かに全くないとは言えない

ような気もします。例えば林業協会などあるわ

けでございますので、ただ、平成８年当時指定

したのは、今までずっと昭和26年からこれまで

募金業務をやってきて、募金を使ったいろんな

事業を展開してきたと、そういった評価があっ

たから指定に至ったと思っております。

○十屋委員 いいです。あるということがわか

れば。

○武井副委員長 １点伺いたいんですが、

ちょっとこの中でわからないんですけど、募金

額というのは大体幾らぐらい毎年集まっている

ものなんですか。

○河野自然環境課長 目標は大体年間4,000万ほ

どの目標を掲げておりますが、昨年度が3,785万

円でございます。

○武井副委員長 そうしますと、大体この3,785

万円の募金を集めるのにかかるコスト、そうい

う羽とか資材とかあります。大体どれぐらい経

費が実際かかっておりますか。
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○河野自然環境課長 ちょっとお待ちくださ

い。申しわけありません。今ちょっと数字を

拾っておりますけれども、募金そのものは、家

庭募金、職場募金と学校募金というのがありま

すけれども、ほとんど家庭募金が主でして、市

町村を通じて、市町村みどり推進会議というの

がありますけれども、そこを通じて県の緑化推

進機構のほうに上がってくるということでござ

います。

○武井副委員長 わかりました。大体でいいん

ですけど、例年どうですか、4,000万というの

は。4,000万を目標に今の金額ということで、お

おむね、大体例年それぐらいなんですか。それ

ともふえているとか減っているとか、そのあた

りはいかがですか。

○河野自然環境課長 漸減傾向でございまし

て、昨年が3,848万、一昨年が3,965万というこ

とで、平成17年から4,000万円を割り込んで、少

しずつ減ってきておるという現状でございま

す。

○武井副委員長 わかりました。いいです。コ

ストがわかりましたら、また。

○徳重委員 最初は理事長が知事ということ

だったんですね。そして、今は理事長と部長が

役員からおりたということになっていますが、

今の理事長はどういった方ですか。

○河野自然環境課長 宮崎大学農学部の先生で

して、今、名誉教授をされています。黒木理事

長でございます。

○徳重委員 理事さんの13名という方はどうい

う関係の方が入っていらっしゃるか教えてくだ

さい。

○河野自然環境課長 副理事長２人おりまし

て、１人は県森連副会長でございます。もう１

人が宮崎県商工会議所連合会の専務理事でござ

います。あと常務理事は県ＯＢでございます。

あと理事は、市町村長とみやざき観光コンベン

ション協会、それから漁協の参事、宮日新聞の

論説委員長、地域婦人連絡協議会の会長、それ

とみどりの少年団の連絡会長、そういったメン

バーでございます。

○徳重委員 年間どれぐらいの会議が持たれて

いるんですか。

○河野自然環境課長 理事会は２回でございま

す。

○徳重委員 最後にしたいと思いますけど、い

ろんな団体、受託事業、その他いろいろやって

いらっしゃるわけだけど、投資効果というか、

これだけのお金を使って、配分されたり、いろ

いろ事業を起こした。結果として、この分野に

おいてはより効果が出てきたな、あるいは広

がっていったなというような実例があれば、一

つでも結構ですが、教えてください。

○河野自然環境課長 直接県民が参加するボラ

ンティアの森づくりというのを年３回開催して

おりますけれども、やはり県民、参加する方々

の数がふえてきたという話と、もう一つは、森

林環境税を使った事業なんですけれども、森づ

くりに取り組む団体の数がふえてきたというの

がはっきり言えます。森林税を活用した公募事

業をしておりますけれども、だんだんと数がふ

えてきておりまして、参加する数もふえてきて

おりますので、そういったところで効果が上

がってきているのかなというような実感をして

おります。

○徳重委員 最後に、どんぐりの森づくり、千

年の森づくりというのがあるんですね。これに

私も２～３回参加したことがあるんですが、か

なりの人が参加されておるんですが、ああいう

団体はほかにあるんですか。ああいう500～600
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人以上の参加があると思っていますが、あるん

ですか。

○河野自然環境課長 あそこのどんぐり千年の

森づくりというのは、どんぐりのカードを500円

券を売ったりとか、それで一般で資金を集めて

おやりになっております。ですから、森林環境

税を使ったというのは公募されておりません。

ただ、ほかの団体もかなり森づくりを一生懸命

やっているところがふえてきておりまして、そ

こまではないにしろ、200人クラスを集めて森づ

くりのイベントをやっているところというのは

結構数が出てきております。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 ないようですので、以上で環境

森林部の概要説明を終わります。

どうもお疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後３時21分休憩

午後３時24分再開

○丸山委員長 委員会を再開します。

それでは、委員協議に入ります。

次回の委員会についてでありますが、来週

の23日の委員会では、農政水産部から所管する

公社等について説明を受ける予定になっており

ます。何か執行部への資料要求等はございませ

んか。

○十屋委員 理事の例えばさっきあった充て職

で入っているような人の、名前は要らないか

ら、職種だけでもわかるとありがたいんですけ

ど。例えば先ほどあったように、地域婦人何と

かコンベンション何とか、そういう充て職みた

いに入っている方々が、あると、また議論も別

な角度から見れるのかなと思います。

○丸山委員長 それは確認しますと、理事で充

て職の職名だけでもいいということでよろしい

でしょうか。

○十屋委員 そうです。名前は要りません。充

て職であればですね。

○井上委員 常勤理事の方が報酬としてもらわ

れているのが、500万超して900万近くもらわれ

ている方とかいらっしゃるんですね。ちょっと

きょう質問が出たからこそ、それは４名で今後

云々とかいう話が出ましたけど、あの辺はちゃ

んともうちょっと詳しく言われないと、本人が

見えているのもあるので聞きづらいところもあ

るんですが、そこ辺は説明をきちんとしていた

だくといいですね。一応基準はあって、こうこ

うこうでと言われたけど、あれは何人に渡して

いるのかぐらいはちゃんと言ってもらわない

と、１人じゃなくて、それをね。だから、それ

が本当に、そこの財団なら財団の財政に対し

て、圧迫をしているのかしていないのかという

基準がやっぱりわかりづらいところがありま

す。本当に天下り先なのかどうなのかというの

もちょっとわからないし。

○丸山委員長 休憩します。

午後３時26分休憩

午後３時28分再開

○丸山委員長 それでは、委員会を再開しま

す。

ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 なければ、次の委員会は、７

月23日木曜日午前10時から予定しております。

午後にまで及ぶ可能性もありますので、御了承

をお願いいたします。

以上で本日の委員会を終わります。
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午後３時28分閉会


